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(57)【要約】
【課題】路面状態に応じて複数気筒の内燃機関の失火を
精度良く判定する。
【解決手段】エンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊とエンジ
ン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上のときに、エン
ジン回転数Ｎｅの回転変動ΔＮｅとダンパ２８のねじれ
角θの変動Δθとが同調しているか否かを判定し（Ｓ１
６０）、回転変動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとが同調し
ているときにはエンジン２２のいずれかの気筒の失火に
より目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾
値Ｎｒｅｆ以上になったと判定し（Ｓ１７０）、回転変
動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとが同調していないときに
は路面からの外乱により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回
転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定する
（Ｓ１８０）。これにより、路面状態に応じてエンジン
２２のいずれかの気筒が失火しているのを精度良く判定
することができる
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数気筒の内燃機関と、前記内燃機関の出力軸にねじれ要素を介して連結された連結軸
に３つの回転要素のうちの第１の回転要素が接続されると共に車軸に連結された駆動軸に
第２の回転要素が接続された遊星歯車機構と、前記遊星歯車機構の第３の回転要素に接続
された発電機と、前記駆動軸に動力を入出力するよう機械的に接続された電動機と、前記
発電機および前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、走行に要求される要求駆
動力と所定の制約とに基づいて設定される前記内燃機関の目標回転数で前記内燃機関が運
転されると共に前記要求駆動力に基づく駆動力によって走行するよう前記内燃機関と前記
発電機と前記電動機とを制御する制御手段と、を備えるハイブリッド車における前記内燃
機関の失火を判定する内燃機関の失火判定装置であって、
　前記出力軸の回転数である出力軸回転数を検出する出力軸回転数検出手段と、
　前記駆動軸の回転数である駆動軸回転数を検出する駆動軸回転数検出手段と、
　前記検出された駆動軸回転数を前記連結軸の回転数に換算することにより該連結軸の回
転数である連結軸回転数を演算する連結軸回転数演算手段と、
　前記検出された出力軸回転数と前記演算された連結軸回転数との差に基づいて前記ねじ
れ要素のねじれ角を演算するねじれ角演算手段と、
　前記検出された出力軸回転数の増減と前記演算されたねじれ角の増減とに基づいて前記
検出された出力軸回転数の増減と前記演算されたねじれ角の増減とが同調しているか否か
を判定する同調判定手段と、
　前記設定された目標回転数と前記検出された出力軸回転数との回転数差が所定回転数差
以上であるときに、前記同調判定手段により前記出力軸回転数の増減と前記演算されたね
じれ角の増減とが同調していないと判定されたときには路面状態に基づく外乱により回転
数差が生じていると判定し、前記同調判定手段により前記検出された出力軸回転数の増減
と前記演算されたねじれ角の増減とが同調していると判定されたときには前記内燃機関の
いずれかの気筒の失火により回転数差が生じていると判定する失火判定手段と、
　を備える内燃機関の失火判定装置。
【請求項２】
　複数気筒の内燃機関と、前記内燃機関の出力軸にねじれ要素を介して連結された連結軸
に３つの回転要素のうちの第１の回転要素が接続されると共に車軸に連結された駆動軸に
第２の回転要素が接続された遊星歯車機構と、前記遊星歯車機構の第３の回転要素に接続
された発電機と、前記駆動軸に動力を入出力するよう機械的に接続された電動機と、前記
発電機および前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、走行に要求される要求駆
動力と所定の制約とに基づいて設定される前記内燃機関の目標回転数で前記内燃機関が運
転されると共に前記要求駆動力に基づく駆動力によって走行するよう前記内燃機関と前記
発電機と前記電動機とを制御する制御手段と、を備えるハイブリッド車における前記内燃
機関の失火を判定する内燃機関の失火判定装置であって、
　前記出力軸の回転数である出力軸回転数を検出する出力軸回転数検出手段と、
　前記駆動軸の回転数である駆動軸回転数を検出する駆動軸回転数検出手段と、
　前記検出された出力軸回転数と前記検出された駆動軸回転数とに基づいて該検出された
出力軸回転数の変動のタイミングが該検出された駆動軸回転数の変動のタイミングより早
いか否かを判定するタイミング判定手段と、
　前記設定された目標回転数と前記検出された出力軸回転数との回転数差が所定回転数差
以上であるときに、前記タイミング判定手段により前記検出された出力軸回転数の変動の
タイミングが前記検出された駆動軸回転数の変動のタイミングより遅いと判定されたとき
には路面状態に基づく外乱により回転数差が生じていると判定し、前記タイミング判定手
段により前記検出された出力軸回転数の変動のタイミングが前記検出された駆動軸回転数
の変動のタイミングより早いと判定されたときには前記内燃機関のいずれかの気筒の失火
により回転数差が生じていると判定する失火判定手段と、
　を備える内燃機関の失火判定装置。
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【請求項３】
　複数気筒の内燃機関と、前記内燃機関の出力軸にねじれ要素を介して連結された連結軸
に３つの回転要素のうちの第１の回転要素が接続されると共に車軸に連結された駆動軸に
第２の回転要素が接続された遊星歯車機構と、前記遊星歯車機構の第３の回転要素に接続
された発電機と、前記駆動軸に動力を入出力するよう機械的に接続された電動機と、前記
発電機および前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、走行に要求される要求駆
動力と所定の制約とに基づいて設定される前記内燃機関の目標回転数で前記内燃機関が運
転されると共に前記要求駆動力に基づく駆動力によって走行するよう前記内燃機関と前記
発電機と前記電動機とを制御する制御手段と、を備えるハイブリッド車における前記内燃
機関の失火を判定する内燃機関の失火判定装置であって、
　前記出力軸の回転数である出力軸回転数を検出する出力軸回転数検出手段と、
　前記駆動軸の回転数である駆動軸回転数を検出する駆動軸回転数検出手段と、
　前記検出された駆動軸回転数を前記連結軸の回転数に換算することにより該連結軸の回
転数である連結軸回転数を演算する連結軸回転数演算手段と、
　前記検出された出力軸回転数の振幅が前記演算された連結軸回転数の振幅より大きいか
否かを判定する振幅大小判定手段と、
　前記設定された目標回転数と前記検出された出力軸回転数との回転数差が所定回転数差
以上であるときに、前記振幅大小判定手段により前記検出された出力軸回転数の振幅が前
記演算された連結軸回転数の振幅より小さいと判定されたときには路面状態に基づく外乱
により回転数差が生じていると判定し、前記振幅大小判定手段により前記検出された出力
軸回転数の振幅が前記演算された連結軸回転数の振幅より大きいと判定されたときには前
記内燃機関のいずれかの気筒の失火により回転数差が生じていると判定する失火判定手段
と、
　を備える内燃機関の失火判定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関の失火判定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の内燃機関の失火判定装置としては、エンジンと、エンジンの出力軸にダ
ンパを介して接続されると共に駆動軸に接続された遊星歯車機構と、遊星歯車機構に接続
された第１のモータと、駆動軸に接続された第２のモータと、を備えるハイブリッド車に
搭載され、エンジンの出力軸の回転変動に基づいてエンジンの失火を判定するものが提案
されている（例えば、特許文献１参照）。この装置では、エンジンの回転数とトルクとか
らなる運転ポイントがダンパを含む後段の共振領域に属するときには、エンジンの出力軸
の回転変動からダンパを含む後段の共振による影響成分を減じて得られる処理後回転数に
基づいてエンジンの失火を判定することにより、エンジンの失火を精度よく判定している
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１７０２４７号公
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述の内燃機関の失火判定装置では、走行している路面の状態によって
はエンジンの失火を精度よく判定できない場合がある。エンジンやダンパ，遊星歯車機構
，第１のモータ，第２のモータなどを含む駆動系が機械的に接続されているハイブリッド
車では、路面状態に基づいて入力される不規則な外乱が駆動系を介してエンジンの出力軸
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に伝達されるため、路面状態によっては、外乱の影響によりエンジンの出力軸の回転変動
がエンジンの失火を判定するための閾値より大きくなり、外乱の影響をエンジンの失火と
誤判定する場合がある。このため、エンジンの出力軸の回転変動が路面状態によるもので
あるかエンジンの失火によるものであるかを切り分ける必要がある。
【０００５】
　本発明の内燃機関の失火判定装置は、路面状態に応じて内燃機関の失火を精度よく判定
することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の内燃機関の失火判定装置は、上述の主目的を達成するために以下の手段を採っ
た。
【０００７】
　本発明の第１の内燃機関の失火判定装置は、
　複数気筒の内燃機関と、前記内燃機関の出力軸にねじれ要素を介して連結された連結軸
に３つの回転要素のうちの第１の回転要素が接続されると共に車軸に連結された駆動軸に
第２の回転要素が接続された遊星歯車機構と、前記遊星歯車機構の第３の回転要素に接続
された発電機と、前記駆動軸に動力を入出力するよう機械的に接続された電動機と、前記
発電機および前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、走行に要求される要求駆
動力と所定の制約とに基づいて設定される前記内燃機関の目標回転数で前記内燃機関が運
転されると共に前記要求駆動力に基づく駆動力によって走行するよう前記内燃機関と前記
発電機と前記電動機とを制御する制御手段と、を備えるハイブリッド車における前記内燃
機関の失火を判定する内燃機関の失火判定装置であって、
　前記出力軸の回転数である出力軸回転数を検出する出力軸回転数検出手段と、
　前記駆動軸の回転数である駆動軸回転数を検出する駆動軸回転数検出手段と、
　前記検出された駆動軸回転数を前記連結軸の回転数に換算することにより該連結軸の回
転数である連結軸回転数を演算する連結軸回転数演算手段と、
　前記検出された出力軸回転数と前記演算された連結軸回転数との差に基づいて前記ねじ
れ要素のねじれ角を演算するねじれ角演算手段と、
　前記検出された出力軸回転数の増減と前記演算されたねじれ角の増減とに基づいて前記
検出された出力軸回転数の増減と前記演算されたねじれ角の増減とが同調しているか否か
を判定する同調判定手段と、
　前記設定された目標回転数と前記検出された出力軸回転数との回転数差が所定回転数差
以上であるときに、前記同調判定手段により前記出力軸回転数の増減と前記演算されたね
じれ角の増減とが同調していないと判定されたときには路面状態に基づく外乱により回転
数差が生じていると判定し、前記同調判定手段により前記検出された出力軸回転数の増減
と前記演算されたねじれ角の増減とが同調していると判定されたときには前記内燃機関の
いずれかの気筒の失火により回転数差が生じていると判定する失火判定手段と、
　を備えることを要旨とする。
【０００８】
　この本発明の第１の内燃機関の失火判定装置では、内燃機関の目標回転数と検出された
内燃機関の回転数である出力軸回転数との回転数差が所定回転数差以上であるときに、駆
動軸の回転数である駆動軸回転数から換算される連結軸の回転数である連結軸回転数と出
力軸回転数とに基づいて演算されるねじれ要素のねじれ角の増減と出力軸回転数の増減と
が同調しているか否かを判定し、出力軸回転数の増減とねじれ角の増減とが同調していな
いときには路面状態に基づく外乱により回転数差が生じていると判定し、出力軸回転数の
増減とねじれ角の増減とが同調しているときには内燃機関のいずれかの気筒の失火により
回転数差が生じていると判定する。これは、内燃機関のいずれかの気筒の失火がねじれ要
素のねじれ角の増減の要因となっているときには内燃機関の出力軸の回転数の増減に対し
て若干の遅れを伴うもののねじれ角の増減が同調して生じるが、路面状態に基づく外乱が
ねじれ要素のねじれ角の増減の要因となっているときには外乱に同調してねじれ角の増減
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が生じ、内燃機関の出力軸の回転数の増減とねじれ角の増減とが同調しないことに基づく
。これにより、内燃機関の目標回転数と検出された内燃機関の回転数との回転数差が所定
回転数差以上となった要因が路面状態に基づく外乱によるものか内燃機関のいずれかの気
筒の失火によるものかを切り分けることができ、路面状態に応じて内燃機関の失火を精度
よく判定することができる。
【０００９】
　本発明の第２の内燃機関の失火判定装置は、
　複数気筒の内燃機関と、前記内燃機関の出力軸にねじれ要素を介して連結された連結軸
に３つの回転要素のうちの第１の回転要素が接続されると共に車軸に連結された駆動軸に
第２の回転要素が接続された遊星歯車機構と、前記遊星歯車機構の第３の回転要素に接続
された発電機と、前記駆動軸に動力を入出力するよう機械的に接続された電動機と、前記
発電機および前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、走行に要求される要求駆
動力と所定の制約とに基づいて設定される前記内燃機関の目標回転数で前記内燃機関が運
転されると共に前記要求駆動力に基づく駆動力によって走行するよう前記内燃機関と前記
発電機と前記電動機とを制御する制御手段と、を備えるハイブリッド車における前記内燃
機関の失火を判定する内燃機関の失火判定装置であって、
　前記出力軸の回転数である出力軸回転数を検出する出力軸回転数検出手段と、
　前記駆動軸の回転数である駆動軸回転数を検出する駆動軸回転数検出手段と、
　前記検出された出力軸回転数と前記検出された駆動軸回転数とに基づいて該検出された
出力軸回転数の変動のタイミングが該検出された駆動軸回転数の変動のタイミングより早
いか否かを判定するタイミング判定手段と、
　前記設定された目標回転数と前記検出された出力軸回転数との回転数差が所定回転数差
以上であるときに、前記タイミング判定手段により前記検出された出力軸回転数の変動の
タイミングが前記検出された駆動軸回転数の変動のタイミングより遅いと判定されたとき
には路面状態に基づく外乱により回転数差が生じていると判定し、前記タイミング判定手
段により前記検出された出力軸回転数の変動のタイミングが前記検出された駆動軸回転数
の変動のタイミングより早いと判定されたときには前記内燃機関のいずれかの気筒の失火
により回転数差が生じていると判定する失火判定手段と、
　を備えることを要旨とする。
【００１０】
　この本発明の第２の内燃機関の失火判定装置では、内燃機関の目標回転数と出力軸回転
数との回転数差が所定回転数差以上であるときに、内燃機関の出力軸の回転数である出力
軸回転数の変動のタイミングが駆動軸の回転数である駆動軸回転数の変動のタイミングよ
り早いか否かを判定し、出力軸回転数の変動のタイミングが駆動軸回転数の変動のタイミ
ングより遅いときには路面状態に基づく外乱により回転数差が生じていると判定し、出力
軸回転数の変動のタイミングが駆動軸回転数の変動のタイミングより早いときには内燃機
関のいずれかの気筒の失火により回転数差が生じていると判定する。これは、内燃機関の
いずれかの気筒の失火が目標回転数と出力軸回転数との回転数差が所定回転数差以上とな
る要因のときには出力軸回転数の変動のタイミングが駆動軸回転数の変動のタイミングよ
り早くなり、路面状態に基づく外乱が目標回転数と出力軸回転数との回転数差が所定回転
数差以上となる要因のときには出力軸回転数の変動のタイミングが駆動軸回転数の変動の
タイミングより遅くなること、即ち、要因側が先に変動することに基づく。これにより、
内燃機関の目標回転数と検出された内燃機関の回転数との回転数差が所定回転数差以上と
なった要因が路面状態に基づく外乱によるものか内燃機関のいずれかの気筒の失火による
ものかを切り分けることができ、路面状態に応じて内燃機関の失火を精度よく判定するこ
とができる。
【００１１】
　この本発明の第３の内燃機関の失火判定装置は、
　複数気筒の内燃機関と、前記内燃機関の出力軸にねじれ要素を介して連結された連結軸
に３つの回転要素のうちの第１の回転要素が接続されると共に車軸に連結された駆動軸に
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第２の回転要素が接続された遊星歯車機構と、前記遊星歯車機構の第３の回転要素に接続
された発電機と、前記駆動軸に動力を入出力するよう機械的に接続された電動機と、前記
発電機および前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、走行に要求される要求駆
動力と所定の制約とに基づいて設定される前記内燃機関の目標回転数で前記内燃機関が運
転されると共に前記要求駆動力に基づく駆動力によって走行するよう前記内燃機関と前記
発電機と前記電動機とを制御する制御手段と、を備えるハイブリッド車における前記内燃
機関の失火を判定する内燃機関の失火判定装置であって、
　前記出力軸の回転数である出力軸回転数を検出する出力軸回転数検出手段と、
　前記駆動軸の回転数である駆動軸回転数を検出する駆動軸回転数検出手段と、
　前記検出された駆動軸回転数を前記連結軸の回転数に換算することにより該連結軸の回
転数である連結軸回転数を演算する連結軸回転数演算手段と、
　前記検出された出力軸回転数の振幅が前記演算された連結軸回転数の振幅より大きいか
否かを判定する振幅大小判定手段と、
　前記設定された目標回転数と前記検出された出力軸回転数との回転数差が所定回転数差
以上であるときに、前記振幅大小判定手段により前記検出された出力軸回転数の振幅が前
記演算された連結軸回転数の振幅より小さいと判定されたときには路面状態に基づく外乱
により回転数差が生じていると判定し、前記振幅大小判定手段により前記検出された出力
軸回転数の振幅が前記演算された連結軸回転数の振幅より大きいと判定されたときには前
記内燃機関のいずれかの気筒の失火により回転数差が生じていると判定する失火判定手段
と、
　を備えることを要旨とする。
【００１２】
　この本発明の第３の内燃機関の失火判定装置では、内燃機関の目標回転数と出力軸回転
数との回転数差が所定回転数差以上であるときに、内燃機関の出力軸の回転数である出力
軸回転数の振幅が駆動軸の回転数から換算される連結軸の回転数である連結軸回転数の振
幅より大きいか否かを判定し、出力軸回転数の振幅が連結軸回転数の振幅より小さいとき
には路面状態に基づく外乱により回転数差が生じていると判定し、出力軸回転数の振幅が
連結軸回転数の振幅より大きいときには内燃機関のいずれかの気筒の失火により回転数差
が生じていると判定する。これは、内燃機関のいずれかの気筒の失火が目標回転数と出力
軸回転数との回転数差が所定回転数差以上となる要因のときには出力軸回転数の振幅の方
が連結軸回転数の振幅より大きくなり、路面状態に基づく外乱が目標回転数と出力軸回転
数との回転数差が所定回転数差以上となる要因のときには出力軸回転数の振幅の方が連結
軸回転数の振幅より小さくなること、即ち、要因側の振幅の方が伝達される側の振幅より
大きいことに基づく。これにより、内燃機関の目標回転数と検出された内燃機関の回転数
との回転数差が所定回転数差以上となった要因が路面状態に基づく外乱によるものか内燃
機関のいずれかの気筒の失火によるものかを切り分けることができ、路面状態に応じて内
燃機関の失火を精度よく判定することができる。　本発明の発名称は、上述の主目的を達
成するために以下の手段を採った。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１実施例の内燃機関の燃焼状態判定装置を搭載したハイブリッド自動
車２０の構成の概略を示す構成図である。
【図２】エンジン２２の構成の概略を示す構成図である。
【図３】第１実施例の失火判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図４】エンジン２２のいずれかの気筒の失火がダンパ２８のねじれ角θの変動の要因と
なっているときのエンジン回転数Ｎｅの変動がねじれ角θの変動に伝達される様子の一例
を示す説明図である。
【図５】路面からの外乱がダンパ２８のねじれ角θの変動の要因となっているときのキャ
リア回転数Ｎｃの変動がねじれ角θの変動に伝達される様子の一例を示す説明図である。
【図６】第２実施例の失火判定処理の一例を示すフローチャートである。
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【図７】エンジン２２のいずれかの気筒の失火が目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅ
との回転数差が閾値Ｎｒｅｆ以上となる要因のときのエンジン回転数Ｎｅの変動のタイミ
ングとモータ回転数Ｎｍ２の変動（リングギヤ軸３２ａの回転数の変動）のタイミングと
の一例を示す説明図である。
【図８】路面からの外乱が目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの回転数差が閾値Ｎ
ｒｅｆ以上となる要因のときのエンジン回転数Ｎｅの変動のタイミングとモータ回転数Ｎ
ｍ２の変動（リングギヤ軸３２ａの回転数の変動）のタイミングとの一例を示す説明図で
ある。
【図９】第３実施例の失火判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図１０】エンジン２２のいずれかの気筒の失火が目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎ
ｅとの回転数差が閾値Ｎｒｅｆ以上となる要因のときのエンジン回転数Ｎｅの振幅ＰＮｅ
とキャリア回転数Ｎｃの振幅ＰＮｃとの一例を示す説明図である。
【図１１】路面からの外乱が目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの回転数差が閾値
Ｎｒｅｆ以上となる要因のときのエンジン回転数Ｎｅの振幅ＰＮｅとキャリア回転数Ｎｃ
の振幅ＰＮｃとの一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を実施例を用いて説明する。
【実施例】
【００１５】
　図１は、本発明の第１実施例の内燃機関の失火判定装置を搭載したハイブリッド自動車
２０の構成の概略を示す構成図である。第１実施例のハイブリッド自動車２０は、図示す
るように、エンジン２２と、エンジン２２の出力軸としてのクランクシャフト２６にねじ
れ要素としてのダンパ２８を介して接続された遊星歯車機構３０と、遊星歯車機構３０に
接続された発電可能なモータＭＧ１と、遊星歯車機構３０に接続されたリングギヤ軸３２
ａに取り付けられた減速ギヤ３５と、この減速ギヤ３５に接続されたモータＭＧ２と、車
両全体をコントロールするハイブリッド用電子制御ユニット７０とを備える。ここで、第
１実施例の内燃機関の失火判定装置としては、主として後述のエンジン用電子制御ユニッ
ト２４とクランクポジションセンサ１４０とモータ用電子制御ユニット４０と回転位置検
出センサ４３，４４となどが該当する。
【００１６】
　エンジン２２は、例えばガソリンまたは軽油などの炭化水素系の燃料により動力を出力
可能な複数気筒（例えば６気筒や８気筒）の内燃機関として構成されており、図２に示す
ように、エアクリーナ１２２により清浄された空気をスロットルバルブ１２４を介して吸
入すると共に気筒毎に設けられた燃料噴射弁１２６からガソリンを噴射して吸入された空
気とガソリンとを混合し、この混合気を吸気バルブ１２８を介して燃料室に吸入し、点火
プラグ１３０による電気火花によって爆発燃焼させて、そのエネルギにより押し下げられ
るピストン１３２の往復運動をクランクシャフト２６の回転運動に変換する。エンジン２
２からの排気は、一酸化炭素（ＣＯ）や炭化水素（ＨＣ），窒素酸化物（ＮＯｘ）の有害
成分を浄化する浄化装置（三元触媒）１３４を介して外気へ排出される。
【００１７】
　エンジン２２は、エンジン用電子制御ユニット（以下、エンジンＥＣＵという）２４に
より制御されている。エンジンＥＣＵ２４は、ＣＰＵ２４ａを中心とするマイクロプロセ
ッサとして構成されており、ＣＰＵ２４ａの他に処理プログラムを記憶するＲＯＭ２４ｂ
と、データを一時的に記憶するＲＡＭ２４ｃと、図示しない入出力ポートおよび通信ポー
トとを備える。エンジンＥＣＵ２４には、エンジン２２の状態を検出する種々のセンサか
らの信号、クランクシャフト２６の回転位置（クランク角ＣＡ）を検出するクランクポジ
ションセンサ１４０からのクランクポジション（クランク角ＣＡ）やエンジン２２の冷却
水の温度を検出する水温センサ１４２からの冷却水温，燃焼室へ吸排気を行なう吸気バル
ブ１２８や排気バルブを開閉するカムシャフトの回転位置を検出するカムポジションセン
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サ１４４からのカムポジション，スロットルバルブ１２４のポジションを検出するスロッ
トルバルブポジションセンサ１４６からのスロットルポジション，吸気管に取り付けられ
たエアフローメータ１４８からのエアフローメータ信号ＡＦ，同じく吸気管に取り付けら
れた温度センサ１４９からの吸気温，空燃比センサ１３５ａからの空燃比ＡＦ，酸素セン
サ１３５ｂからの酸素信号などが入力ポートを介して入力されている。また、エンジンＥ
ＣＵ２４からは、エンジン２２を駆動するための種々の制御信号、例えば、燃料噴射弁１
２６への駆動信号や、スロットルバルブ１２４のポジションを調節するスロットルモータ
１３６への駆動信号、イグナイタと一体化されたイグニッションコイル１３８への制御信
号、吸気バルブ１２８の開閉タイミングの変更可能な可変バルブタイミング機構１５０へ
の制御信号などが出力ポートを介して出力されている。さらに、エンジンＥＣＵ２４は、
ハイブリッド用電子制御ユニット７０と通信しており、ハイブリッド用電子制御ユニット
７０からの制御信号によりエンジン２２を運転制御すると共に必要に応じてエンジン２２
の運転状態に関するデータを出力する。なお、上述したクランクポジションセンサ１４０
は、クランクシャフト２６と回転同期して回転するように取り付けられて１０度毎に歯が
形成されると共に基準位置検出用に２つ分の欠歯を形成したタイミングローターを有する
電磁ピックアップセンサとして構成されており、クランクシャフト２６が１０度回転する
毎に整形波を生じさせる。エンジンＥＣＵ２４では、このクランクポジションセンサ１４
０からの整形波に基づいてクランクシャフト２６が３０度回転する毎の回転数をエンジン
２２の回転数Ｎｅとして計算している。
【００１８】
　遊星歯車機構３０は、外歯歯車のサンギヤ３１と、このサンギヤ３１と同心円上に配置
された内歯歯車のリングギヤ３２と、サンギヤ３１に噛合すると共にリングギヤ３２に噛
合する複数のピニオンギヤ３３と、複数のピニオンギヤ３３を自転かつ公転自在に保持す
るキャリア３４とを備え、サンギヤ３１とリングギヤ３２とキャリア３４とを回転要素と
して差動作用を行なうものとして構成されている。遊星歯車機構３０は、キャリア３４に
接続されたキャリア軸３４ａにはダンパ２８を介してエンジン２２のクランクシャフト２
６が、サンギヤ３１にはモータＭＧ１が、リングギヤ３２にはリングギヤ軸３２ａを介し
て減速ギヤ３５がそれぞれ連結されており、モータＭＧ１が発電機として機能するときに
はキャリア３４から入力されるエンジン２２からの動力をサンギヤ３１側とリングギヤ３
２側にそのギヤ比に応じて分配し、モータＭＧ１が電動機として機能するときにはキャリ
ア３４から入力されるエンジン２２からの動力とサンギヤ３１から入力されるモータＭＧ
１からの動力を統合してリングギヤ３２側に出力する。リングギヤ３２に出力された動力
は、リングギヤ軸３２ａからギヤ機構６０およびデファレンシャルギヤ６２を介して、最
終的には車両の駆動輪６３ａ，６３ｂに出力される。
【００１９】
　モータＭＧ１およびモータＭＧ２は、いずれも発電機として駆動することができると共
に電動機として駆動できる周知の同期発電電動機として構成されており、インバータ４１
，４２を介してバッテリ５０と電力のやりとりを行なう。インバータ４１，４２とバッテ
リ５０とを接続する電力ライン５４は、各インバータ４１，４２が共用する正極母線およ
び負極母線として構成されており、モータＭＧ１，ＭＧ２のいずれかで発電される電力を
他のモータで消費することができるようになっている。したがって、バッテリ５０は、モ
ータＭＧ１，ＭＧ２のいずれかから生じた電力や不足する電力により充放電されることに
なる。なお、モータＭＧ１，ＭＧ２により電力収支のバランスをとるものとすれば、バッ
テリ５０は充放電されない。モータＭＧ１，ＭＧ２は、いずれもモータ用電子制御ユニッ
ト（以下、モータＥＣＵという）４０により駆動制御されている。モータＥＣＵ４０には
、モータＭＧ１，ＭＧ２を駆動制御するために必要な信号、例えばモータＭＧ１，ＭＧ２
の回転子の回転位置を検出する回転位置検出センサ４３，４４からの信号や図示しない電
流センサにより検出されるモータＭＧ１，ＭＧ２に印加される相電流などが入力されてお
り、モータＥＣＵ４０からは、インバータ４１，４２へのスイッチング制御信号が出力さ
れている。モータＥＣＵ４０は、ハイブリッド用電子制御ユニット７０と通信しており、
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ハイブリッド用電子制御ユニット７０からの制御信号によってモータＭＧ１，ＭＧ２を駆
動制御すると共に必要に応じてモータＭＧ１，ＭＧ２の運転状態に関するデータをハイブ
リッド用電子制御ユニット７０に出力する。回転位置検出センサ４３，４４は、レゾルバ
により構成されており、モータＥＣＵ４０は、回転位置検出センサ４３，４４からの信号
に基づいて所定時間毎（例えば５０μｓｅｃ毎や１００μｓｅｃ毎など）にモータＭＧ１
，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２を計算している。
【００２０】
　バッテリ５０は、バッテリ用電子制御ユニット（以下、バッテリＥＣＵという）５２に
よって管理されている。バッテリＥＣＵ５２には、バッテリ５０を管理するのに必要な信
号、例えば、バッテリ５０の端子間に設置された図示しない電圧センサからの端子間電圧
，バッテリ５０の出力端子に接続された電力ライン５４に取り付けられた図示しない電流
センサからの充放電電流，バッテリ５０に取り付けられた温度センサ５１からの電池温度
Ｔｂなどが入力されており、必要に応じてバッテリ５０の状態に関するデータを通信によ
りハイブリッド用電子制御ユニット７０に出力する。なお、バッテリＥＣＵ５２では、バ
ッテリ５０を管理するために電流センサにより検出された充放電電流の積算値に基づいて
残容量（ＳＯＣ）も演算している。
【００２１】
　ハイブリッド用電子制御ユニット７０は、ＣＰＵ７２を中心とするマイクロプロセッサ
として構成されており、ＣＰＵ７２の他に処理プログラムを記憶するＲＯＭ７４と、デー
タを一時的に記憶するＲＡＭ７６と、図示しない入出力ポートおよび通信ポートとを備え
る。ハイブリッド用電子制御ユニット７０には、イグニッションスイッチ８０からのイグ
ニッション信号，シフトレバー８１の操作位置を検出するシフトポジションセンサ８２か
らのシフトポジションＳＰ，アクセルペダル８３の踏み込み量を検出するアクセルペダル
ポジションセンサ８４からのアクセル開度Ａｃｃ，ブレーキペダル８５の踏み込み量を検
出するブレーキペダルポジションセンサ８６からのブレーキペダルポジションＢＰ，車速
センサ８８からの車速Ｖなどが入力ポートを介して入力されている。ハイブリッド用電子
制御ユニット７０は、前述したように、エンジンＥＣＵ２４やモータＥＣＵ４０，バッテ
リＥＣＵ５２と通信ポートを介して接続されており、エンジンＥＣＵ２４やモータＥＣＵ
４０，バッテリＥＣＵ５２と各種制御信号やデータのやりとりを行なっている。
【００２２】
　こうして構成された実施例のハイブリッド自動車２０は、運転者によるアクセルペダル
８３の踏み込み量に対応するアクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとに基づいてリングギヤ軸３２
ａに出力すべき要求トルクＴｒ＊を計算し、この要求トルクＴｒ＊に対応する要求動力が
リングギヤ軸３２ａに出力されるように、エンジン２２とモータＭＧ１とモータＭＧ２と
が運転制御される。エンジン２２とモータＭＧ１とモータＭＧ２の運転制御としては、要
求動力に見合う動力がエンジン２２から出力されるようにエンジン２２を運転制御すると
共にエンジン２２から出力される動力のすべてが遊星歯車機構３０とモータＭＧ１とモー
タＭＧ２とによってトルク変換されてリングギヤ軸３２ａに出力されるようモータＭＧ１
およびモータＭＧ２を駆動制御するトルク変換運転モードや要求動力とバッテリ５０の充
放電に必要な電力との和に見合う動力がエンジン２２から出力されるようにエンジン２２
を運転制御すると共にバッテリ５０の充放電を伴ってエンジン２２から出力される動力の
全部またはその一部が遊星歯車機構３０とモータＭＧ１とモータＭＧ２とによるトルク変
換を伴って要求動力がリングギヤ軸３２ａに出力されるようモータＭＧ１およびモータＭ
Ｇ２を駆動制御する充放電運転モード、エンジン２２の運転を停止してモータＭＧ２から
の要求動力に見合う動力をリングギヤ軸３２ａに出力するよう運転制御するモータ運転モ
ードなどがある。基本的には、リングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊を出力するのに必
要なパワーとバッテリ５０を充放電する電力に必要なパワーと損失としてのパワーとの和
のパワーをエンジン２２から出力すべき目標パワーとして設定し、エンジン２２の回転数
とトルクとの関係としてエンジン２２を効率よく運転することができる関係を連続したラ
インにより表わした動作ライン上で設定した目標パワーを出力する運転ポイントとしての
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回転数とトルクとを目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊として設定し、エンジン２２の
回転数Ｎｅが目標回転数Ｎｅ＊となるようモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊を設定する
と共にモータＭＧ１をトルク指令Ｔｍ１＊で駆動したときにリングギヤ軸３２ａに要求ト
ルクＴｒ＊が出力されるようモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定し、エンジン２２
が目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊で運転されるようエンジンＥＣＵ２４によりエン
ジン２２を制御すると共にモータＭＧ１，ＭＧ２がトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊で駆動
するようモータＥＣＵ４０によりインバータ４１，４２のスイッチング素子をスイッチン
グ制御することにより、運転者のアクセルペダル８３の操作に応じて走行する。
【００２３】
　次に、こうして構成された第１実施例の内燃機関の失火判定装置の動作について説明す
る。図３は、第１実施例のエンジンＥＣＵ２４により実行される失火判定処理の一例を示
すフローチャートである。このルーチンは、所定時間毎に繰り返し実行される。
【００２４】
　失火判定処理が実行されると、エンジンＥＣＵ２４のＣＰＵ２４ａは、まず、エンジン
２２に対して設定された目標運転ポイントとしての目標回転数Ｎｅ＊やエンジン２２の回
転数（以下、「エンジン回転数」という。）Ｎｅ，遊星歯車機構３０のキャリア３４の回
転数（以下、「キャリア回転数」という。）Ｎｃなどの失火を判定するために必要なデー
タを入力する処理を実行する（ステップＳ１００）。ここで、エンジン２２の目標回転数
Ｎｅ＊は、例えば、図示しない駆動制御ルーチンによりアクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとに
より設定される要求トルクＴｒ＊とエンジン２２を効率よく運転することができる動作ラ
インとに基づいて設定されてハイブリッド用電子制御ユニット７０からエンジンＥＣＵ２
４に送信されたものを入力するものとすることができる。また、エンジン回転数Ｎｅはク
ランクポジションセンサ１４０からの整形波に基づいて計算してＲＡＭ２４ｃに記憶した
ものを読み込むことにより入力するものとすることができる。さらに、キャリア回転数Ｎ
ｃは、例えば、モータＥＣＵ４０によりモータＭＧ１，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２に
基づいて次式（１）を用いて演算したものをモータＥＣＵ４０から通信により入力するも
のとすることができる。なお、式（１）中の「ρ」は遊星歯車機構３０のギヤ比ρ（サン
ギヤの歯数／リングギヤの歯数）であり、「Ｇｒ」は減速機３５のギヤ比Ｇｒである。
【００２５】
　Ｎｃ＝（Ｎｍ２・Ｇｒ＋ρ・Ｎｍ１）／（１＋ρ）　　（１）
　こうしてデータを入力すると、入力したエンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回
転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上であるか否かを判定する（ステップＳ１１０）。ここ
で、閾値Ｎｒｅｆは、良好な路面を走行しているときにエンジン２２のいずれかの気筒の
失火により生じる目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差より若干小さな値として
設定されるものであり、実験などにより定めることができる。エンジン２２の目標回転数
Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ未満であるときにはエンジン２２のい
ずれかの気筒に失火は生じていないと判断し、本ルーチンを終了する。
【００２６】
　目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上のときには、単位時
間当たりのエンジン回転数Ｎｅの変化としての回転変動ΔＮｅを演算し（ステップＳ１２
０）、エンジン回転数Ｎｅからキャリア回転数Ｎｃを減じたものに２πを乗じ、これを積
分してダンパ２８のねじれ角θを演算すると共に（ステップＳ１３０）、ねじれ角θの単
位時間当たりの変化としてのねじれ角変動Δθを演算し（ステップＳ１４０）、演算した
回転変動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとが同調しているか否かを判定する（ステップＳ１５
０，Ｓ１６０）。ここで、回転変動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとの同調の判定は、例えば
、回転変動ΔＮｅに対して若干の位相差をもってねじれ角変動Δθが生じているか否かを
解析的に判定するものとしたり、回転変動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとの積が正の値であ
る時間と負の値である時間とを演算し、正の値である時間と負である時間との差が閾値以
上であるときに同調していると判定するものとしたり、などにより行なうことができる。
【００２７】



(11) JP 2012-214224 A 2012.11.8

10

20

30

40

50

　こうして回転変動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとが同調しているか否かを判定し、回転変
動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとが同調していると判定したときにはエンジン２２のいずれ
かの気筒の失火により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上
になったと判定して本ルーチンを終了し（ステップＳ１７０）、回転変動ΔＮｅとねじれ
角変動Δθとが同調していないと判定したときには路面からの外乱により目標回転数Ｎｅ
＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定して本ルーチンを終了
する（ステップＳ１８０）。ここで、回転変動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとが同調してい
るときにはエンジン２２のいずれかの気筒の失火により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転
数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定し、回転変動ΔＮｅとねじれ角変動Δθ
とが同調していないときには路面からの外乱により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎ
ｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定することができるのは、これは、図４に示す
ように、エンジン２２のいずれかの気筒の失火がダンパ２８のねじれ角θの変動の要因と
なっているときには、エンジン回転数Ｎｅの変動に対して若干の遅れを伴うもののねじれ
角θの変動が同調して生じ、その後にキャリア回転数Ｎｃの変動として現われ、図５に示
すように、路面からの外乱がダンパ２８のねじれ角θの変動の要因となっているときには
キャリア回転数Ｎｃの変動に対してねじれ角θの変動が同調して生じ、その後にエンジン
回転数Ｎｅの変動として現われることに基づく。図４，５中の矢印は変動伝達の方向を示
す。
【００２８】
　以上説明した第１実施例の内燃機関の失火判定装置によれば、エンジン２２の目標回転
数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上のときに、エンジン回転数Ｎｅ
の回転変動ΔＮｅとダンパ２８のねじれ角θの変動Δθとが同調しているか否かを判定し
、回転変動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとが同調しているときにはエンジン２２のいずれか
の気筒の失火により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上に
なったと判定し、回転変動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとが同調していないときには路面か
らの外乱により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になっ
たと判定することにより、路面状態に応じてエンジン２２のいずれかの気筒が失火してい
るのを精度良く判定することができる。
【００２９】
　ここで、第１実施例の内燃機関の失火判定装置の主要な要素と課題を解決するための手
段の欄に記載した本発明の第１の内燃機関の失火判定装置の主要な要素との対応関係につ
いて説明する。第１実施例では、複数気筒のエンジン２２が「複数気筒の内燃機関」に相
当し、ダンパ２８が「ねじれ要素」に相当し、遊星歯車機構３０が「遊星歯車機構」に相
当し、モータＭＧ１が「発電機」に相当し、モータＭＧ２が「電動機」に相当し、バッテ
リ５０が「蓄電手段」に相当し、リングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊を出力するのに
必要なパワーとバッテリ５０を充放電する電力に必要なパワーと損失としてのパワーとの
和のパワーをエンジン２２から出力すべき目標パワーとして設定し、エンジン２２の回転
数とトルクとの関係としてエンジン２２を効率よく運転することができる関係を連続した
ラインにより表わした動作ライン上で設定した目標パワーを出力する運転ポイントとして
の回転数とトルクとを目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊として設定し、エンジン２２
の回転数Ｎｅが目標回転数Ｎｅ＊となるようモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊を設定す
ると共にモータＭＧ１をトルク指令Ｔｍ１＊で駆動したときにリングギヤ軸３２ａに要求
トルクＴｒ＊が出力されるようモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定し、エンジン２
２が目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊で運転されるようエンジンＥＣＵ２４によりエ
ンジン２２を制御すると共にモータＭＧ１，ＭＧ２がトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊で駆
動するようモータＥＣＵ４０によりインバータ４１，４２のスイッチング素子をスイッチ
ング制御するハイブリッド用電子制御ユニット７０とエンジンＥＣＵ２４とモータＥＣＵ
４０とが「制御手段」に相当する。そして、クランクポジションセンサ１４０からの整形
波に基づいてクランクシャフト２６が３０度回転する毎の回転数をエンジン２２の回転数
Ｎｅとして計算するエンジンＥＣＵ２４が「出力軸回転数検出手段」に相当し、回転位置
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検出センサ４４からの信号に基づいてモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２（リングギヤ軸３２ａ
の回転数）を計算するモータＥＣＵ４０が「駆動軸回転数検出手段」に相当し、モータＭ
Ｇ１，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２に基づいてリングギヤ軸３２ａの回転数Ｎｃを演算
するモータＥＣＵ４０が「連結軸回転数演算手段」に相当し、エンジン回転数Ｎｅからキ
ャリア回転数Ｎｃを減じたものに２πを乗じ、これを積分してダンパ２８のねじれ角θを
演算する図３の失火判定処理のステップＳ１３０の処理を実行するエンジンＥＣＵ２４が
「ねじれ角演算手段」に相当し、エンジン回転数Ｎｅの変動ΔＮｅとねじれ角θの変動Δ
θとが同調しているか否かを判定する図３の失火判定処理のステップＳ１５０，Ｓ１６０
を実行するエンジンＥＣＵ２４が「同調判定手段」に相当し、エンジン２２の目標回転数
Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上のときに、回転変動ΔＮｅとねじ
れ角変動Δθとが同調しているときにはエンジン２２のいずれかの気筒の失火により目標
回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定し、回転変
動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとが同調していないときには路面からの外乱により目標回転
数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定する図３の失火
判定処理のステップＳ１５０～１８０の処理を実行するエンジンＥＣＵ２４が「失火判定
手段」に相当する。
【００３０】
　なお、第１実施例の内燃機関の失火判定装置の主要な要素と課題を解決するための手段
の欄に記載した本発明の第１の内燃機関の失火判定装置の主要な要素との対応関係は、第
１実施例の内燃機関の失火判定装置が課題を解決するための手段の欄に記載した本発明の
第１の内燃機関の失火判定装置を実施するための最良の形態を具体的に説明するための一
例であることから、課題を解決するための手段の欄に記載した本発明の第１の内燃機関の
失火判定装置の要素を限定するものではない。即ち、課題を解決するための手段の欄に記
載した本発明の第１の内燃機関の失火判定装置についての解釈はその欄の記載に基づいて
行なわれるべきものであり、第１実施例の内燃機関の失火判定装置は課題を解決するため
の手段の欄に記載した本発明の第１の内燃機関の失火判定装置の具体的な一例に過ぎない
ものである。
【００３１】
　第２実施例の内燃機関の失火判定装置は、図１，２を用いて説明した第１実施例の内燃
機関の失火判定装置を搭載するハイブリッド自動車２０と同一の構成をしている。重複し
た記載を回避するため、第１実施例の内燃機関の失火判定装置を搭載するハイブリッド自
動車２０をそのまま第２実施例の内燃機関の失火判定装置を搭載するハイブリッド自動車
２０として用いる。また、第２実施例の内燃機関を搭載するハイブリッド自動車２０も、
基本的には、リングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊を出力するのに必要なパワーとバッ
テリ５０を充放電する電力に必要なパワーと損失としてのパワーとの和のパワーをエンジ
ン２２から出力すべき目標パワーとして設定し、エンジン２２の回転数とトルクとの関係
としてエンジン２２を効率よく運転することができる関係を連続したラインにより表わし
た動作ライン上で設定した目標パワーを出力する運転ポイントとしての回転数とトルクと
を目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊として設定し、エンジン２２の回転数Ｎｅが目標
回転数Ｎｅ＊となるようモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊を設定すると共にモータＭＧ
１をトルク指令Ｔｍ１＊で駆動したときにリングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊が出力
されるようモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定し、エンジン２２が目標回転数Ｎｅ
＊，目標トルクＴｅ＊で運転されるようエンジンＥＣＵ２４によりエンジン２２を制御す
ると共にモータＭＧ１，ＭＧ２がトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊で駆動するようモータＥ
ＣＵ４０によりインバータ４１，４２のスイッチング素子をスイッチング制御することに
より、運転者のアクセルペダル８３の操作に応じて走行する。
【００３２】
　次に、こうして構成された第２実施例の内燃機関の失火判定装置の動作について説明す
る。図６は、第２実施例のエンジンＥＣＵ２４により実行される失火判定処理の一例を示
すフローチャートである。このルーチンは、所定時間毎に繰り返し実行される。
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【００３３】
　失火判定処理が実行されると、エンジンＥＣＵ２４のＣＰＵ２４ａは、まず、エンジン
２２に対して設定された目標運転ポイントとしての目標回転数Ｎｅ＊やエンジン２２の回
転数（以下、「エンジン回転数」という。）Ｎｅ，モータＭＧ１の回転数Ｎｍ２などの失
火を判定するために必要なデータを入力する処理を実行する（ステップＳ２００）。ここ
で、エンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊は、例えば、図示しない駆動制御ルーチンによりア
クセル開度Ａｃｃと車速Ｖとにより設定される要求トルクＴｒ＊とエンジン２２を効率よ
く運転することができる動作ラインとに基づいて設定されてハイブリッド用電子制御ユニ
ット７０からエンジンＥＣＵ２４に送信されたものを入力するものとすることができる。
また、エンジン回転数Ｎｅはクランクポジションセンサ１４０からの整形波に基づいて計
算してＲＡＭ２４ｃに記憶したものを読み込むことにより入力するものとすることができ
る。さらに、モータＭＧ２の回転数Ｎｍ２は、回転位置検出センサ４４からの信号に基づ
いてモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２を計算するモータＥＣＵ４０から通信により入力するこ
とができる。なお、モータＭＧ２の回転数Ｎｍ２は、減速ギヤ３５のギヤ比Ｇｒを乗じる
ことにより駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａの回転数Ｎｒとなる。
【００３４】
　こうしてデータを入力すると、入力したエンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回
転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上であるか否かを判定する（ステップＳ２１０）。ここ
で、閾値Ｎｒｅｆは、良好な路面を走行しているときにエンジン２２のいずれかの気筒の
失火により生じる目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差より若干小さな値として
設定されるものであり、実験などにより定めることができる。エンジン２２の目標回転数
Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ未満であるときにはエンジン２２のい
ずれかの気筒に失火は生じていないと判断し、本ルーチンを終了する。
【００３５】
　目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上のときには、エンジ
ン回転数Ｎｅが変動を開始したタイミングとしてのエンジン回転数変動開始時刻ＴＮｅと
モータＭＧ２の回転数Ｎｍ２が変動を開始したタイミングとしてのモータ回転数変動開始
時刻ＴＮｍとを求め（ステップＳ２２０）、求めたエンジン回転数変動開始時刻ＴＮｅと
モータ回転数変動開始時刻ＴＮｍとのうちいずれが先であるか否かを判定し（ステップＳ
２３０）、エンジン回転数変動開始時刻ＴＮｅの方がモータ回転数変動開始時刻ＴＮｍよ
り先のときにはエンジン２２のいずれかの気筒の失火により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン
回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定して本ルーチンを終了し（ステップ
Ｓ２４０）、エンジン回転数変動開始時刻ＴＮｅの方がモータ回転数変動開始時刻ＴＮｍ
より後のときには路面からの外乱により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が
閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定して本ルーチンを終了する（ステップＳ２５０）。エン
ジン回転数変動開始時刻ＴＮｅとモータ回転数変動開始時刻ＴＮｍ（駆動軸としてのリン
グギヤ軸３２ａの回転数Ｎｒの変動開始時刻）との先後関係により目標回転数Ｎｅ＊とエ
ンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になった要因をエンジン２２のいずれかの気
筒の失火によるものか路面からの外乱によるものかを判定することができるのは、図７に
示すように、エンジン２２のいずれかの気筒の失火が目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数
Ｎｅとの回転数差が閾値Ｎｒｅｆ以上となる要因のときにはエンジン回転数Ｎｅの変動の
タイミングがモータ回転数Ｎｍ２の変動（リングギヤ軸３２ａの回転数の変動）のタイミ
ングより早くなり、図８に示すように路面からの外乱が目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転
数Ｎｅとの回転数差が閾値Ｎｒｅｆ以上となる要因のときにはエンジン回転数Ｎｅの変動
のタイミングがモータ回転数Ｎｍ２の変動（リングギヤ軸３２ａの回転数の変動）のタイ
ミングより遅くなること、即ち、要因側が先に変動することに基づく。
【００３６】
　以上説明した第２実施例の内燃機関の失火判定装置によれば、エンジン２２の目標回転
数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上のときに、エンジン回転数Ｎｅ
が変動を開始したエンジン回転数変動開始時刻ＴＮｅとモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２（駆
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動軸としてのリングギヤ軸３２ａの回転数Ｎｃ）が変動を開始したタイミングとしてのモ
ータ回転数変動開始時刻ＴＮｍとのうちいずれが早いかを判定し、エンジン回転数変動開
始時刻ＴＮｅの方がモータ回転数変動開始時刻ＴＮｍより先のときにはエンジン２２のい
ずれかの気筒の失火により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ
以上になったと判定し、エンジン回転数変動開始時刻ＴＮｅの方がモータ回転数変動開始
時刻ＴＮｍより後のときには路面からの外乱により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎ
ｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定することにより、路面状態に応じてエンジン
２２のいずれかの気筒が失火しているのを精度良く判定することができる。
【００３７】
　ここで、第２実施例の内燃機関の失火判定装置の主要な要素と課題を解決するための手
段の欄に記載した本発明の第２の内燃機関の失火判定装置の主要な要素との対応関係につ
いて説明する。第２実施例では、複数気筒のエンジン２２が「複数気筒の内燃機関」に相
当し、ダンパ２８が「ねじれ要素」に相当し、遊星歯車機構３０が「遊星歯車機構」に相
当し、モータＭＧ１が「発電機」に相当し、モータＭＧ２が「電動機」に相当し、バッテ
リ５０が「蓄電手段」に相当し、リングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊を出力するのに
必要なパワーとバッテリ５０を充放電する電力に必要なパワーと損失としてのパワーとの
和のパワーをエンジン２２から出力すべき目標パワーとして設定し、エンジン２２の回転
数とトルクとの関係としてエンジン２２を効率よく運転することができる関係を連続した
ラインにより表わした動作ライン上で設定した目標パワーを出力する運転ポイントとして
の回転数とトルクとを目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊として設定し、エンジン２２
の回転数Ｎｅが目標回転数Ｎｅ＊となるようモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊を設定す
ると共にモータＭＧ１をトルク指令Ｔｍ１＊で駆動したときにリングギヤ軸３２ａに要求
トルクＴｒ＊が出力されるようモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定し、エンジン２
２が目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊で運転されるようエンジンＥＣＵ２４によりエ
ンジン２２を制御すると共にモータＭＧ１，ＭＧ２がトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊で駆
動するようモータＥＣＵ４０によりインバータ４１，４２のスイッチング素子をスイッチ
ング制御するハイブリッド用電子制御ユニット７０とエンジンＥＣＵ２４とモータＥＣＵ
４０とが「制御手段」に相当する。そして、クランクポジションセンサ１４０からの整形
波に基づいてクランクシャフト２６が３０度回転する毎の回転数をエンジン２２の回転数
Ｎｅとして計算するエンジンＥＣＵ２４が「出力軸回転数検出手段」に相当し、回転位置
検出センサ４４からの信号に基づいてモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２（リングギヤ軸３２ａ
の回転数）を計算するモータＥＣＵ４０が「駆動軸回転数検出手段」に相当し、エンジン
回転数Ｎｅが変動を開始したタイミングとしてのエンジン回転数変動開始時刻ＴＮｅとモ
ータＭＧ２の回転数Ｎｍ２が変動を開始したタイミングとしてのモータ回転数変動開始時
刻ＴＮｍとのうちいずれが先であるか否かを判定する図６の失火判定処理のステップＳ２
２０，Ｓ２３０の処理を実行するしエンジンＥＣＵ２４が「タイミング判定手段」に相当
し、エンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上の
ときに、エンジン回転数変動開始時刻ＴＮｅの方がモータ回転数変動開始時刻ＴＮｍより
先のときにはエンジン２２のいずれかの気筒の失火により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回
転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定し、エンジン回転数変動開始時刻ＴＮ
ｅの方がモータ回転数変動開始時刻ＴＮｍより後のときには路面からの外乱により目標回
転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定する図６の失
火判定処理のステップＳ２３０～Ｓ２５０の処理を実行するエンジンＥＣＵ２４が「失火
判定手段」に相当する。
【００３８】
　なお、第２実施例の内燃機関の失火判定装置の主要な要素と課題を解決するための手段
の欄に記載した本発明の第２の内燃機関の失火判定装置の主要な要素との対応関係は、第
２実施例の内燃機関の失火判定装置が課題を解決するための手段の欄に記載した本発明の
第２の内燃機関の失火判定装置を実施するための最良の形態を具体的に説明するための一
例であることから、課題を解決するための手段の欄に記載した本発明の第２の内燃機関の
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失火判定装置の要素を限定するものではない。即ち、課題を解決するための手段の欄に記
載した本発明の第２の内燃機関の失火判定装置についての解釈はその欄の記載に基づいて
行なわれるべきものであり、第２実施例の内燃機関の失火判定装置は課題を解決するため
の手段の欄に記載した本発明の第２の内燃機関の失火判定装置の具体的な一例に過ぎない
ものである。
【００３９】
　第３実施例の内燃機関の失火判定装置は、図１，２を用いて説明した第１実施例の内燃
機関の失火判定装置を搭載するハイブリッド自動車２０と同一の構成をしている。重複し
た記載を回避するため、第１実施例の内燃機関の失火判定装置を搭載するハイブリッド自
動車２０をそのまま第３実施例の内燃機関の失火判定装置を搭載するハイブリッド自動車
２０として用いる。また、第３実施例の内燃機関を搭載するハイブリッド自動車２０も、
基本的には、リングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊を出力するのに必要なパワーとバッ
テリ５０を充放電する電力に必要なパワーと損失としてのパワーとの和のパワーをエンジ
ン２２から出力すべき目標パワーとして設定し、エンジン２２の回転数とトルクとの関係
としてエンジン２２を効率よく運転することができる関係を連続したラインにより表わし
た動作ライン上で設定した目標パワーを出力する運転ポイントとしての回転数とトルクと
を目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊として設定し、エンジン２２の回転数Ｎｅが目標
回転数Ｎｅ＊となるようモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊を設定すると共にモータＭＧ
１をトルク指令Ｔｍ１＊で駆動したときにリングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊が出力
されるようモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定し、エンジン２２が目標回転数Ｎｅ
＊，目標トルクＴｅ＊で運転されるようエンジンＥＣＵ２４によりエンジン２２を制御す
ると共にモータＭＧ１，ＭＧ２がトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊で駆動するようモータＥ
ＣＵ４０によりインバータ４１，４２のスイッチング素子をスイッチング制御することに
より、運転者のアクセルペダル８３の操作に応じて走行する。
【００４０】
　次に、こうして構成された第３実施例の内燃機関の失火判定装置の動作について説明す
る。図９は、第３実施例のエンジンＥＣＵ２４により実行される失火判定処理の一例を示
すフローチャートである。このルーチンは、所定時間毎に繰り返し実行される。
【００４１】
　失火判定処理が実行されると、エンジンＥＣＵ２４のＣＰＵ２４ａは、まず、エンジン
２２に対して設定された目標運転ポイントとしての目標回転数Ｎｅ＊やエンジン２２の回
転数（以下、「エンジン回転数」という。）Ｎｅ，遊星歯車機構３０のキャリア３４の回
転数（以下、「キャリア回転数」という。）Ｎｃなどの失火を判定するために必要なデー
タを入力する処理を実行する（ステップＳ３００）。ここで、エンジン２２の目標回転数
Ｎｅ＊は、例えば、図示しない駆動制御ルーチンによりアクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとに
より設定される要求トルクＴｒ＊とエンジン２２を効率よく運転することができる動作ラ
インとに基づいて設定されてハイブリッド用電子制御ユニット７０からエンジンＥＣＵ２
４に送信されたものを入力するものとすることができる。また、エンジン回転数Ｎｅはク
ランクポジションセンサ１４０からの整形波に基づいて計算してＲＡＭ２４ｃに記憶した
ものを読み込むことにより入力するものとすることができる。さらに、キャリア回転数Ｎ
ｃは、例えば、モータＥＣＵ４０によりモータＭＧ１，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２に
基づいて上述の式（１）を用いて演算したものをモータＥＣＵ４０から通信により入力す
るものとすることができる。
【００４２】
　こうしてデータを入力すると、入力したエンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回
転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上であるか否かを判定する（ステップＳ３１０）。ここ
で、閾値Ｎｒｅｆは、良好な路面を走行しているときにエンジン２２のいずれかの気筒の
失火により生じる目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差より若干小さな値として
設定されるものであり、実験などにより定めることができる。エンジン２２の目標回転数
Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ未満であるときにはエンジン２２のい
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ずれかの気筒に失火は生じていないと判断し、本ルーチンを終了する。
【００４３】
　目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上のときには、エンジ
ン回転数Ｎｅの変動幅である振幅ＰＮｅとキャリア回転数Ｎｃの変動幅である振幅ＰＮｃ
とを求め（ステップＳ３２０）、求めたエンジン回転数Ｎｅの振幅ＰＮｅとキャリア回転
数Ｎｃの振幅ＰＮｃとの大きさを比較し（ステップＳ３３０）、エンジン回転数Ｎｅの振
幅ＰＮｅの方がキャリア回転数Ｎｃの振幅ＰＮｃより大きいときにはエンジン２２のいず
れかの気筒の失火により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以
上になったと判定して本ルーチンを終了し（ステップＳ３４０）、エンジン回転数Ｎｅの
振幅ＰＮｅの方がキャリア回転数Ｎｃの振幅ＰＮｃより小さいときには路面からの外乱に
より目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定し
て本ルーチンを終了する（ステップＳ３５０）。エンジン回転数Ｎｅの振幅ＰＮｅとキャ
リア回転数Ｎｃの振幅ＰＮｃとの大小関係により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅ
との差が閾値Ｎｒｅｆ以上になった要因をエンジン２２のいずれかの気筒の失火によるも
のか路面からの外乱によるものかを判定することができるのは、図１０に示すように、エ
ンジン２２のいずれかの気筒の失火が目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの回転数
差が閾値Ｎｒｅｆ以上となる要因のときにはエンジン回転数Ｎｅの振幅の方がキャリア回
転数Ｎｃの振幅ＰＮｃより大きくなり、図１１に示すように路面からの外乱が目標回転数
Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの回転数差が閾値Ｎｒｅｆ以上となる要因のときにはエン
ジン回転数Ｎｅの振幅ＰＮｅの方がキャリア回転数Ｎｃの振幅ＰＮｃより小さくなること
、即ち、要因側が振幅の方が大きいことに基づく。
【００４４】
　以上説明した第３実施例の内燃機関の失火判定装置によれば、エンジン２２の目標回転
数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上のときに、エンジン回転数Ｎｅ
の変動幅である振幅ＰＮｅの方がキャリア回転数Ｎｃの変動幅である振幅ＰＮｃより大き
いときにはエンジン２２のいずれかの気筒の失火により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転
数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定し、エンジン回転数Ｎｅの振幅ＰＮｅの
方がキャリア回転数Ｎｃの振幅ＰＮｃより小さいときには路面からの外乱により目標回転
数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定することにより
、路面状態に応じてエンジン２２のいずれかの気筒が失火しているのを精度良く判定する
ことができる。
【００４５】
　ここで、第３実施例の内燃機関の失火判定装置の主要な要素と課題を解決するための手
段の欄に記載した本発明の第３の内燃機関の失火判定装置の主要な要素との対応関係につ
いて説明する。第３実施例では、複数気筒のエンジン２２が「複数気筒の内燃機関」に相
当し、ダンパ２８が「ねじれ要素」に相当し、遊星歯車機構３０が「遊星歯車機構」に相
当し、モータＭＧ１が「発電機」に相当し、モータＭＧ２が「電動機」に相当し、バッテ
リ５０が「蓄電手段」に相当し、リングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊を出力するのに
必要なパワーとバッテリ５０を充放電する電力に必要なパワーと損失としてのパワーとの
和のパワーをエンジン２２から出力すべき目標パワーとして設定し、エンジン２２の回転
数とトルクとの関係としてエンジン２２を効率よく運転することができる関係を連続した
ラインにより表わした動作ライン上で設定した目標パワーを出力する運転ポイントとして
の回転数とトルクとを目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊として設定し、エンジン２２
の回転数Ｎｅが目標回転数Ｎｅ＊となるようモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊を設定す
ると共にモータＭＧ１をトルク指令Ｔｍ１＊で駆動したときにリングギヤ軸３２ａに要求
トルクＴｒ＊が出力されるようモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定し、エンジン２
２が目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊で運転されるようエンジンＥＣＵ２４によりエ
ンジン２２を制御すると共にモータＭＧ１，ＭＧ２がトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊で駆
動するようモータＥＣＵ４０によりインバータ４１，４２のスイッチング素子をスイッチ
ング制御するハイブリッド用電子制御ユニット７０とエンジンＥＣＵ２４とモータＥＣＵ
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４０とが「制御手段」に相当する。そして、クランクポジションセンサ１４０からの整形
波に基づいてクランクシャフト２６が３０度回転する毎の回転数をエンジン２２の回転数
Ｎｅとして計算するエンジンＥＣＵ２４が「出力軸回転数検出手段」に相当し、回転位置
検出センサ４４からの信号に基づいてモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２（リングギヤ軸３２ａ
の回転数）を計算するモータＥＣＵ４０が「駆動軸回転数検出手段」に相当し、モータＭ
Ｇ１，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２に基づいてリングギヤ軸３２ａの回転数Ｎｃを演算
するモータＥＣＵ４０が「連結軸回転数演算手段」に相当し、エンジン回転数Ｎｅの変動
幅である振幅ＰＮｅとキャリア回転数Ｎｃの変動幅である振幅ＰＮｃとのうちいずれが大
きいかを判定する図９の失火判定処理のステップＳ３２０，Ｓ３３０の処理を実行するし
エンジンＥＣＵ２４が「振幅大小判定手段」に相当し、エンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊
とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上のときに、エンジン回転数Ｎｅの振幅Ｐ
Ｎｅの方がキャリア回転数Ｎｃの振幅ＰＮｃより大きいときにはエンジン２２のいずれか
の気筒の失火により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上に
なったと判定し、エンジン回転数Ｎｅの振幅ＰＮｅの方がキャリア回転数Ｎｃの振幅ＰＮ
ｃより小さいときには路面からの外乱により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの
差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定する図９の失火判定処理のステップＳ３３０～Ｓ３
５０の処理を実行するエンジンＥＣＵ２４が「失火判定手段」に相当する。
【００４６】
　なお、第３実施例の内燃機関の失火判定装置の主要な要素と課題を解決するための手段
の欄に記載した本発明の第３の内燃機関の失火判定装置の主要な要素との対応関係は、第
３実施例の内燃機関の失火判定装置が課題を解決するための手段の欄に記載した本発明の
第３の内燃機関の失火判定装置を実施するための最良の形態を具体的に説明するための一
例であることから、課題を解決するための手段の欄に記載した本発明の第３の内燃機関の
失火判定装置の要素を限定するものではない。即ち、課題を解決するための手段の欄に記
載した本発明の第３の内燃機関の失火判定装置についての解釈はその欄の記載に基づいて
行なわれるべきものであり、第３実施例の内燃機関の失火判定装置は課題を解決するため
の手段の欄に記載した本発明の第３の内燃機関の失火判定装置の具体的な一例に過ぎない
ものである。
【００４７】
　以上、本発明を実施するための最良の形態について実施例を用いて説明したが、本発明
はこうした実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内にお
いて、種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明は、内燃機関の失火判定装置の製造産業等に利用可能である。
【符号の説明】
【００４９】
　２０　ハイブリッド自動車、２２　エンジン、２４　エンジン用電子制御ユニット（エ
ンジンＥＣＵ）、２４ａ　ＣＰＵ、２４ｂ　ＲＯＭ、２４ｃ　ＲＡＭ、２６　クランクシ
ャフト、２８　ダンパ、３０　遊星歯車機構、３１　サンギヤ、３２　リングギヤ、３２
ａ　リングギヤ軸、３３　ピニオンギヤ、３４　キャリア、３４ａ　キャリア軸、３５　
減速ギヤ、４０　モータ用電子制御ユニット（モータＥＣＵ）、４１，４２　インバータ
、４３，４４　回転位置検出センサ、５０　バッテリ、５１　温度センサ、５２　バッテ
リ用電子制御ユニット（バッテリＥＣＵ）、５４　電力ライン、６０　ギヤ機構、６２　
デファレンシャルギヤ、６３ａ，６３ｂ　駆動輪、７０　ハイブリッド用電子制御ユニッ
ト、７２　ＣＰＵ、７４　ＲＯＭ、７６　ＲＡＭ、８０　イグニッションスイッチ、８１
　シフトレバー、８２　シフトポジションセンサ、８３　アクセルペダル、８４　アクセ
ルペダルポジションセンサ、８５　ブレーキペダル、８６　ブレーキペダルポジションセ
ンサ、８８　車速センサ、１２２　エアクリーナ、１２４　スロットルバルブ、１２６　
燃料噴射弁、１２８　吸気バルブ、１３０　点火プラグ、１３２　ピストン、１３４　浄
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化装置、１３５ａ　空燃比センサ、１３５ｂ　酸素センサ、１３６　スロットルモータ、
１３８　イグニッションコイル、１４０　クランクポジションセンサ、１４２　水温セン
サ、１４４　カムポジションセンサ、１４６　スロットルバルブポジションセンサ、１４
８　エアフローメータ、１４９　温度センサ、１５０　可変バルブタイミング機構、ＭＧ
１，ＭＧ２　モータ。

【図１】 【図２】
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【図１０】

【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成24年6月27日(2012.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数気筒の内燃機関と、前記内燃機関の出力軸にねじれ要素を介して連結された連結軸
に３つの回転要素のうちの第１の回転要素が接続されると共に車軸に連結された駆動軸に
第２の回転要素が接続された遊星歯車機構と、前記遊星歯車機構の第３の回転要素に接続
された発電機と、前記駆動軸に動力を入出力するよう機械的に接続された電動機と、前記
発電機および前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、走行に要求される要求駆
動力と所定の制約とに基づいて設定される前記内燃機関の目標回転数で前記内燃機関が運
転されると共に前記要求駆動力に基づく駆動力によって走行するよう前記内燃機関と前記
発電機と前記電動機とを制御する制御手段と、を備えるハイブリッド車における前記内燃
機関の失火を判定する内燃機関の失火判定装置であって、
　前記出力軸の回転数である出力軸回転数を検出する出力軸回転数検出手段と、
　前記駆動軸の回転数である駆動軸回転数を検出する駆動軸回転数検出手段と、
　前記検出された出力軸回転数と前記検出された駆動軸回転数とに基づいて該検出された
出力軸回転数の変動のタイミングが該検出された駆動軸回転数の変動のタイミングより早
いか否かを判定するタイミング判定手段と、
　前記設定された目標回転数と前記検出された出力軸回転数との回転数差が所定回転数差
以上であるときに、前記タイミング判定手段により前記検出された出力軸回転数の変動の
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タイミングが前記検出された駆動軸回転数の変動のタイミングより遅いと判定されたとき
には路面状態に基づく外乱により回転数差が生じていると判定し、前記タイミング判定手
段により前記検出された出力軸回転数の変動のタイミングが前記検出された駆動軸回転数
の変動のタイミングより早いと判定されたときには前記内燃機関のいずれかの気筒の失火
により回転数差が生じていると判定する失火判定手段と、
　を備える内燃機関の失火判定装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関の失火判定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の内燃機関の失火判定装置としては、エンジンと、エンジンの出力軸にダ
ンパを介して接続されると共に駆動軸に接続された遊星歯車機構と、遊星歯車機構に接続
された第１のモータと、駆動軸に接続された第２のモータと、を備えるハイブリッド車に
搭載され、エンジンの出力軸の回転変動に基づいてエンジンの失火を判定するものが提案
されている（例えば、特許文献１参照）。この装置では、エンジンの回転数とトルクとか
らなる運転ポイントがダンパを含む後段の共振領域に属するときには、エンジンの出力軸
の回転変動からダンパを含む後段の共振による影響成分を減じて得られる処理後回転数に
基づいてエンジンの失火を判定することにより、エンジンの失火を精度よく判定している
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１７０２４７号公
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述の内燃機関の失火判定装置では、走行している路面の状態によって
はエンジンの失火を精度よく判定できない場合がある。エンジンやダンパ，遊星歯車機構
，第１のモータ，第２のモータなどを含む駆動系が機械的に接続されているハイブリッド
車では、路面状態に基づいて入力される不規則な外乱が駆動系を介してエンジンの出力軸
に伝達されるため、路面状態によっては、外乱の影響によりエンジンの出力軸の回転変動
がエンジンの失火を判定するための閾値より大きくなり、外乱の影響をエンジンの失火と
誤判定する場合がある。このため、エンジンの出力軸の回転変動が路面状態によるもので
あるかエンジンの失火によるものであるかを切り分ける必要がある。
【０００５】
　本発明の内燃機関の失火判定装置は、路面状態に応じて内燃機関の失火を精度よく判定
することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の内燃機関の失火判定装置は、上述の主目的を達成するために以下の手段を採っ
た。
【０００７】
　第１の参考例としての内燃機関の失火判定装置は、
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　複数気筒の内燃機関と、前記内燃機関の出力軸にねじれ要素を介して連結された連結軸
に３つの回転要素のうちの第１の回転要素が接続されると共に車軸に連結された駆動軸に
第２の回転要素が接続された遊星歯車機構と、前記遊星歯車機構の第３の回転要素に接続
された発電機と、前記駆動軸に動力を入出力するよう機械的に接続された電動機と、前記
発電機および前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、走行に要求される要求駆
動力と所定の制約とに基づいて設定される前記内燃機関の目標回転数で前記内燃機関が運
転されると共に前記要求駆動力に基づく駆動力によって走行するよう前記内燃機関と前記
発電機と前記電動機とを制御する制御手段と、を備えるハイブリッド車における前記内燃
機関の失火を判定する内燃機関の失火判定装置であって、
　前記出力軸の回転数である出力軸回転数を検出する出力軸回転数検出手段と、
　前記駆動軸の回転数である駆動軸回転数を検出する駆動軸回転数検出手段と、
　前記検出された駆動軸回転数を前記連結軸の回転数に換算することにより該連結軸の回
転数である連結軸回転数を演算する連結軸回転数演算手段と、
　前記検出された出力軸回転数と前記演算された連結軸回転数との差に基づいて前記ねじ
れ要素のねじれ角を演算するねじれ角演算手段と、
　前記検出された出力軸回転数の増減と前記演算されたねじれ角の増減とに基づいて前記
検出された出力軸回転数の増減と前記演算されたねじれ角の増減とが同調しているか否か
を判定する同調判定手段と、
　前記設定された目標回転数と前記検出された出力軸回転数との回転数差が所定回転数差
以上であるときに、前記同調判定手段により前記出力軸回転数の増減と前記演算されたね
じれ角の増減とが同調していないと判定されたときには路面状態に基づく外乱により回転
数差が生じていると判定し、前記同調判定手段により前記検出された出力軸回転数の増減
と前記演算されたねじれ角の増減とが同調していると判定されたときには前記内燃機関の
いずれかの気筒の失火により回転数差が生じていると判定する失火判定手段と、
　を備えることを要旨とする。
【０００８】
　この第１の参考例としての内燃機関の失火判定装置では、内燃機関の目標回転数と検出
された内燃機関の回転数である出力軸回転数との回転数差が所定回転数差以上であるとき
に、駆動軸の回転数である駆動軸回転数から換算される連結軸の回転数である連結軸回転
数と出力軸回転数とに基づいて演算されるねじれ要素のねじれ角の増減と出力軸回転数の
増減とが同調しているか否かを判定し、出力軸回転数の増減とねじれ角の増減とが同調し
ていないときには路面状態に基づく外乱により回転数差が生じていると判定し、出力軸回
転数の増減とねじれ角の増減とが同調しているときには内燃機関のいずれかの気筒の失火
により回転数差が生じていると判定する。これは、内燃機関のいずれかの気筒の失火がね
じれ要素のねじれ角の増減の要因となっているときには内燃機関の出力軸の回転数の増減
に対して若干の遅れを伴うもののねじれ角の増減が同調して生じるが、路面状態に基づく
外乱がねじれ要素のねじれ角の増減の要因となっているときには外乱に同調してねじれ角
の増減が生じ、内燃機関の出力軸の回転数の増減とねじれ角の増減とが同調しないことに
基づく。これにより、内燃機関の目標回転数と検出された内燃機関の回転数との回転数差
が所定回転数差以上となった要因が路面状態に基づく外乱によるものか内燃機関のいずれ
かの気筒の失火によるものかを切り分けることができ、路面状態に応じて内燃機関の失火
を精度よく判定することができる。
【０００９】
　第２の参考例としての内燃機関の失火判定装置は、
　複数気筒の内燃機関と、前記内燃機関の出力軸にねじれ要素を介して連結された連結軸
に３つの回転要素のうちの第１の回転要素が接続されると共に車軸に連結された駆動軸に
第２の回転要素が接続された遊星歯車機構と、前記遊星歯車機構の第３の回転要素に接続
された発電機と、前記駆動軸に動力を入出力するよう機械的に接続された電動機と、前記
発電機および前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、走行に要求される要求駆
動力と所定の制約とに基づいて設定される前記内燃機関の目標回転数で前記内燃機関が運
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転されると共に前記要求駆動力に基づく駆動力によって走行するよう前記内燃機関と前記
発電機と前記電動機とを制御する制御手段と、を備えるハイブリッド車における前記内燃
機関の失火を判定する内燃機関の失火判定装置であって、
　前記出力軸の回転数である出力軸回転数を検出する出力軸回転数検出手段と、
　前記駆動軸の回転数である駆動軸回転数を検出する駆動軸回転数検出手段と、
　前記検出された出力軸回転数と前記検出された駆動軸回転数とに基づいて該検出された
出力軸回転数の変動のタイミングが該検出された駆動軸回転数の変動のタイミングより早
いか否かを判定するタイミング判定手段と、
　前記設定された目標回転数と前記検出された出力軸回転数との回転数差が所定回転数差
以上であるときに、前記タイミング判定手段により前記検出された出力軸回転数の変動の
タイミングが前記検出された駆動軸回転数の変動のタイミングより遅いと判定されたとき
には路面状態に基づく外乱により回転数差が生じていると判定し、前記タイミング判定手
段により前記検出された出力軸回転数の変動のタイミングが前記検出された駆動軸回転数
の変動のタイミングより早いと判定されたときには前記内燃機関のいずれかの気筒の失火
により回転数差が生じていると判定する失火判定手段と、
　を備えることを要旨とする。
【００１０】
　この第２の参考例としての内燃機関の失火判定装置では、内燃機関の目標回転数と出力
軸回転数との回転数差が所定回転数差以上であるときに、内燃機関の出力軸の回転数であ
る出力軸回転数の変動のタイミングが駆動軸の回転数である駆動軸回転数の変動のタイミ
ングより早いか否かを判定し、出力軸回転数の変動のタイミングが駆動軸回転数の変動の
タイミングより遅いときには路面状態に基づく外乱により回転数差が生じていると判定し
、出力軸回転数の変動のタイミングが駆動軸回転数の変動のタイミングより早いときには
内燃機関のいずれかの気筒の失火により回転数差が生じていると判定する。これは、内燃
機関のいずれかの気筒の失火が目標回転数と出力軸回転数との回転数差が所定回転数差以
上となる要因のときには出力軸回転数の変動のタイミングが駆動軸回転数の変動のタイミ
ングより早くなり、路面状態に基づく外乱が目標回転数と出力軸回転数との回転数差が所
定回転数差以上となる要因のときには出力軸回転数の変動のタイミングが駆動軸回転数の
変動のタイミングより遅くなること、即ち、要因側が先に変動することに基づく。これに
より、内燃機関の目標回転数と検出された内燃機関の回転数との回転数差が所定回転数差
以上となった要因が路面状態に基づく外乱によるものか内燃機関のいずれかの気筒の失火
によるものかを切り分けることができ、路面状態に応じて内燃機関の失火を精度よく判定
することができる。
【００１１】
　この本発明の内燃機関の失火判定装置は、
　複数気筒の内燃機関と、前記内燃機関の出力軸にねじれ要素を介して連結された連結軸
に３つの回転要素のうちの第１の回転要素が接続されると共に車軸に連結された駆動軸に
第２の回転要素が接続された遊星歯車機構と、前記遊星歯車機構の第３の回転要素に接続
された発電機と、前記駆動軸に動力を入出力するよう機械的に接続された電動機と、前記
発電機および前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、走行に要求される要求駆
動力と所定の制約とに基づいて設定される前記内燃機関の目標回転数で前記内燃機関が運
転されると共に前記要求駆動力に基づく駆動力によって走行するよう前記内燃機関と前記
発電機と前記電動機とを制御する制御手段と、を備えるハイブリッド車における前記内燃
機関の失火を判定する内燃機関の失火判定装置であって、
　前記出力軸の回転数である出力軸回転数を検出する出力軸回転数検出手段と、
　前記駆動軸の回転数である駆動軸回転数を検出する駆動軸回転数検出手段と、
　前記検出された駆動軸回転数を前記連結軸の回転数に換算することにより該連結軸の回
転数である連結軸回転数を演算する連結軸回転数演算手段と、
　前記検出された出力軸回転数の振幅が前記演算された連結軸回転数の振幅より大きいか
否かを判定する振幅大小判定手段と、
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　前記設定された目標回転数と前記検出された出力軸回転数との回転数差が所定回転数差
以上であるときに、前記振幅大小判定手段により前記検出された出力軸回転数の振幅が前
記演算された連結軸回転数の振幅より小さいと判定されたときには路面状態に基づく外乱
により回転数差が生じていると判定し、前記振幅大小判定手段により前記検出された出力
軸回転数の振幅が前記演算された連結軸回転数の振幅より大きいと判定されたときには前
記内燃機関のいずれかの気筒の失火により回転数差が生じていると判定する失火判定手段
と、
　を備えることを要旨とする。
【００１２】
　この本発明の内燃機関の失火判定装置では、内燃機関の目標回転数と出力軸回転数との
回転数差が所定回転数差以上であるときに、内燃機関の出力軸の回転数である出力軸回転
数の振幅が駆動軸の回転数から換算される連結軸の回転数である連結軸回転数の振幅より
大きいか否かを判定し、出力軸回転数の振幅が連結軸回転数の振幅より小さいときには路
面状態に基づく外乱により回転数差が生じていると判定し、出力軸回転数の振幅が連結軸
回転数の振幅より大きいときには内燃機関のいずれかの気筒の失火により回転数差が生じ
ていると判定する。これは、内燃機関のいずれかの気筒の失火が目標回転数と出力軸回転
数との回転数差が所定回転数差以上となる要因のときには出力軸回転数の振幅の方が連結
軸回転数の振幅より大きくなり、路面状態に基づく外乱が目標回転数と出力軸回転数との
回転数差が所定回転数差以上となる要因のときには出力軸回転数の振幅の方が連結軸回転
数の振幅より小さくなること、即ち、要因側の振幅の方が伝達される側の振幅より大きい
ことに基づく。これにより、内燃機関の目標回転数と検出された内燃機関の回転数との回
転数差が所定回転数差以上となった要因が路面状態に基づく外乱によるものか内燃機関の
いずれかの気筒の失火によるものかを切り分けることができ、路面状態に応じて内燃機関
の失火を精度よく判定することができる。　本発明の発名称は、上述の主目的を達成する
ために以下の手段を採った。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１参考例の内燃機関の燃焼状態判定装置を搭載したハイブリッド自動
車２０の構成の概略を示す構成図である。
【図２】エンジン２２の構成の概略を示す構成図である。
【図３】第１参考例の失火判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図４】エンジン２２のいずれかの気筒の失火がダンパ２８のねじれ角θの変動の要因と
なっているときのエンジン回転数Ｎｅの変動がねじれ角θの変動に伝達される様子の一例
を示す説明図である。
【図５】路面からの外乱がダンパ２８のねじれ角θの変動の要因となっているときのキャ
リア回転数Ｎｃの変動がねじれ角θの変動に伝達される様子の一例を示す説明図である。
【図６】第２参考例の失火判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図７】エンジン２２のいずれかの気筒の失火が目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅ
との回転数差が閾値Ｎｒｅｆ以上となる要因のときのエンジン回転数Ｎｅの変動のタイミ
ングとモータ回転数Ｎｍ２の変動（リングギヤ軸３２ａの回転数の変動）のタイミングと
の一例を示す説明図である。
【図８】路面からの外乱が目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの回転数差が閾値Ｎ
ｒｅｆ以上となる要因のときのエンジン回転数Ｎｅの変動のタイミングとモータ回転数Ｎ
ｍ２の変動（リングギヤ軸３２ａの回転数の変動）のタイミングとの一例を示す説明図で
ある。
【図９】実施例の失火判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図１０】エンジン２２のいずれかの気筒の失火が目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎ
ｅとの回転数差が閾値Ｎｒｅｆ以上となる要因のときのエンジン回転数Ｎｅの振幅ＰＮｅ
とキャリア回転数Ｎｃの振幅ＰＮｃとの一例を示す説明図である。
【図１１】路面からの外乱が目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの回転数差が閾値
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Ｎｒｅｆ以上となる要因のときのエンジン回転数Ｎｅの振幅ＰＮｅとキャリア回転数Ｎｃ
の振幅ＰＮｃとの一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を実施例を用いて説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の第１参考例の内燃機関の失火判定装置を搭載したハイブリッド自動車
２０の構成の概略を示す構成図である。第１参考例のハイブリッド自動車２０は、図示す
るように、エンジン２２と、エンジン２２の出力軸としてのクランクシャフト２６にねじ
れ要素としてのダンパ２８を介して接続された遊星歯車機構３０と、遊星歯車機構３０に
接続された発電可能なモータＭＧ１と、遊星歯車機構３０に接続されたリングギヤ軸３２
ａに取り付けられた減速ギヤ３５と、この減速ギヤ３５に接続されたモータＭＧ２と、車
両全体をコントロールするハイブリッド用電子制御ユニット７０とを備える。ここで、第
１参考例の内燃機関の失火判定装置としては、主として後述のエンジン用電子制御ユニッ
ト２４とクランクポジションセンサ１４０とモータ用電子制御ユニット４０と回転位置検
出センサ４３，４４となどが該当する。
【００１６】
　エンジン２２は、例えばガソリンまたは軽油などの炭化水素系の燃料により動力を出力
可能な複数気筒（例えば６気筒や８気筒）の内燃機関として構成されており、図２に示す
ように、エアクリーナ１２２により清浄された空気をスロットルバルブ１２４を介して吸
入すると共に気筒毎に設けられた燃料噴射弁１２６からガソリンを噴射して吸入された空
気とガソリンとを混合し、この混合気を吸気バルブ１２８を介して燃料室に吸入し、点火
プラグ１３０による電気火花によって爆発燃焼させて、そのエネルギにより押し下げられ
るピストン１３２の往復運動をクランクシャフト２６の回転運動に変換する。エンジン２
２からの排気は、一酸化炭素（ＣＯ）や炭化水素（ＨＣ），窒素酸化物（ＮＯｘ）の有害
成分を浄化する浄化装置（三元触媒）１３４を介して外気へ排出される。
【００１７】
　エンジン２２は、エンジン用電子制御ユニット（以下、エンジンＥＣＵという）２４に
より制御されている。エンジンＥＣＵ２４は、ＣＰＵ２４ａを中心とするマイクロプロセ
ッサとして構成されており、ＣＰＵ２４ａの他に処理プログラムを記憶するＲＯＭ２４ｂ
と、データを一時的に記憶するＲＡＭ２４ｃと、図示しない入出力ポートおよび通信ポー
トとを備える。エンジンＥＣＵ２４には、エンジン２２の状態を検出する種々のセンサか
らの信号、クランクシャフト２６の回転位置（クランク角ＣＡ）を検出するクランクポジ
ションセンサ１４０からのクランクポジション（クランク角ＣＡ）やエンジン２２の冷却
水の温度を検出する水温センサ１４２からの冷却水温，燃焼室へ吸排気を行なう吸気バル
ブ１２８や排気バルブを開閉するカムシャフトの回転位置を検出するカムポジションセン
サ１４４からのカムポジション，スロットルバルブ１２４のポジションを検出するスロッ
トルバルブポジションセンサ１４６からのスロットルポジション，吸気管に取り付けられ
たエアフローメータ１４８からのエアフローメータ信号ＡＦ，同じく吸気管に取り付けら
れた温度センサ１４９からの吸気温，空燃比センサ１３５ａからの空燃比ＡＦ，酸素セン
 サ１３５ｂからの酸素信号などが入力ポートを介して入力されている。また、エンジン
ＥＣＵ２４からは、エンジン２２を駆動するための種々の制御信号、例えば、燃料噴射弁
１２６への駆動信号や、スロットルバルブ１２４のポジションを調節するスロットルモー
タ１３６への駆動信号、イグナイタと一体化されたイグニッションコイル１３８への制御
信号、吸気バルブ１２８の開閉タイミングの変更可能な可変バルブタイミング機構１５０
への制御信号などが出力ポートを介して出力されている。さらに、エンジンＥＣＵ２４は
、ハイブリッド用電子制御ユニット７０と通信しており、ハイブリッド用電子制御ユニッ
ト７０からの制御信号によりエンジン２２を運転制御すると共に必要に応じてエンジン２
２の運転状態に関するデータを出力する。なお、上述したクランクポジションセンサ１４
０は、クランクシャフト２６と回転同期して回転するように取り付けられて１０度毎に歯
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が形成されると共に基準位置検出用に２つ分の欠歯を形成したタイミングローターを有す
る電磁ピックアップセンサとして構成されており、クランクシャフト２６が１０度回転す
る毎に整形波を生じさせる。エンジンＥＣＵ２４では、このクランクポジションセンサ１
４０からの整形波に基づいてクランクシャフト２６が３０度回転する毎の回転数をエンジ
ン２２の回転数Ｎｅとして計算している。
【００１８】
　遊星歯車機構３０は、外歯歯車のサンギヤ３１と、このサンギヤ３１と同心円上に配置
された内歯歯車のリングギヤ３２と、サンギヤ３１に噛合すると共にリングギヤ３２に噛
合する複数のピニオンギヤ３３と、複数のピニオンギヤ３３を自転かつ公転自在に保持す
るキャリア３４とを備え、サンギヤ３１とリングギヤ３２とキャリア３４とを回転要素と
して差動作用を行なうものとして構成されている。遊星歯車機構３０は、キャリア３４に
接続されたキャリア軸３４ａにはダンパ２８を介してエンジン２２のクランクシャフト２
６が、サンギヤ３１にはモータＭＧ１が、リングギヤ３２にはリングギヤ軸３２ａを介し
て減速ギヤ３５がそれぞれ連結されており、モータＭＧ１が発電機として機能するときに
はキャリア３４から入力されるエンジン２２からの動力をサンギヤ３１側とリングギヤ３
２側にそのギヤ比に応じて分配し、モータＭＧ１が電動機として機能するときにはキャリ
ア３４から入力されるエンジン２２からの動力とサンギヤ３１から入力されるモータＭＧ
１からの動力を統合してリングギヤ３２側に出力する。リングギヤ３２に出力された動力
は、リングギヤ軸３２ａからギヤ機構６０およびデファレンシャルギヤ６２を介して、最
終的には車両の駆動輪６３ａ，６３ｂに出力される。
【００１９】
　モータＭＧ１およびモータＭＧ２は、いずれも発電機として駆動することができると共
に電動機として駆動できる周知の同期発電電動機として構成されており、インバータ４１
，４２を介してバッテリ５０と電力のやりとりを行なう。インバータ４１，４２とバッテ
リ５０とを接続する電力ライン５４は、各インバータ４１，４２が共用する正極母線およ
び負極母線として構成されており、モータＭＧ１，ＭＧ２のいずれかで発電される電力を
他のモータで消費することができるようになっている。したがって、バッテリ５０は、モ
ータＭＧ１，ＭＧ２のいずれかから生じた電力や不足する電力により充放電されることに
なる。なお、モータＭＧ１，ＭＧ２により電力収支のバランスをとるものとすれば、バッ
テリ５０は充放電されない。モータＭＧ１，ＭＧ２は、いずれもモータ用電子制御ユニッ
ト（以下、モータＥＣＵという）４０により駆動制御されている。モータＥＣＵ４０には
、モータＭＧ１，ＭＧ２を駆動制御するために必要な信号、例えばモータＭＧ１，ＭＧ２
の回転子の回転位置を検出する回転位置検出センサ４３，４４からの信号や図示しない電
流センサにより検出されるモータＭＧ１，ＭＧ２に印加される相電流などが入力されてお
り、モータＥＣＵ４０からは、インバータ４１，４２へのスイッチング制御信号が出力さ
れている。モータＥＣＵ４０は、ハイブリッド用電子制御ユニット７０と通信しており、
ハイブリッド用電子制御ユニット７０からの制御信号によってモータＭＧ１，ＭＧ２を駆
動制御すると共に必要に応じてモータＭＧ１，ＭＧ２の運転状態に関するデータをハイブ
リッド用電子制御ユニット７０に出力する。回転位置検出センサ４３，４４は、レゾルバ
により構成されており、モータＥＣＵ４０は、回転位置検出センサ４３，４４からの信号
に基づいて所定時間毎（例えば５０μｓｅｃ毎や１００μｓｅｃ毎など）にモータＭＧ１
，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２を計算している。
【００２０】
　バッテリ５０は、バッテリ用電子制御ユニット（以下、バッテリＥＣＵという）５２に
よって管理されている。バッテリＥＣＵ５２には、バッテリ５０を管理するのに必要な信
号、例えば、バッテリ５０の端子間に設置された図示しない電圧センサからの端子間電圧
，バッテリ５０の出力端子に接続された電力ライン５４に取り付けられた図示しない電流
センサからの充放電電流，バッテリ５０に取り付けられた温度センサ５１からの電池温度
Ｔｂなどが入力されており、必要に応じてバッテリ５０の状態に関するデータを通信によ
りハイブリッド用電子制御ユニット７０に出力する。なお、バッテリＥＣＵ５２では、バ



(27) JP 2012-214224 A 2012.11.8

ッテリ５０を管理するために電流センサにより検出された充放電電流の積算値に基づいて
残容量（ＳＯＣ）も演算している。
【００２１】
　ハイブリッド用電子制御ユニット７０は、ＣＰＵ７２を中心とするマイクロプロセッサ
として構成されており、ＣＰＵ７２の他に処理プログラムを記憶するＲＯＭ７４と、デー
タを一時的に記憶するＲＡＭ７６と、図示しない入出力ポートおよび通信ポートとを備え
る。ハイブリッド用電子制御ユニット７０には、イグニッションスイッチ８０からのイグ
ニッション信号，シフトレバー８１の操作位置を検出するシフトポジションセンサ８２か
らのシフトポジションＳＰ，アクセルペダル８３の踏み込み量を検出するアクセルペダル
ポジションセンサ８４からのアクセル開度Ａｃｃ，ブレーキペダル８５の踏み込み量を検
出するブレーキペダルポジションセンサ８６からのブレーキペダルポジションＢＰ，車速
センサ８８からの車速Ｖなどが入力ポートを介して入力されている。ハイブリッド用電子
制御ユニット７０は、前述したように、エンジンＥＣＵ２４やモータＥＣＵ４０，バッテ
リＥＣＵ５２と通信ポートを介して接続されており、エンジンＥＣＵ２４やモータＥＣＵ
４０，バッテリＥＣＵ５２と各種制御信号やデータのやりとりを行なっている。
【００２２】
　こうして構成された第１参考例のハイブリッド自動車２０は、運転者によるアクセルペ
ダル８３の踏み込み量に対応するアクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとに基づいてリングギヤ軸
３２ａに出力すべき要求トルクＴｒ＊を計算し、この要求トルクＴｒ＊に対応する要求動
力がリングギヤ軸３２ａに出力されるように、エンジン２２とモータＭＧ１とモータＭＧ
２とが運転制御される。エンジン２２とモータＭＧ１とモータＭＧ２の運転制御としては
、要求動力に見合う動力がエンジン２２から出力されるようにエンジン２２を運転制御す
ると共にエンジン２２から出力される動力のすべてが遊星歯車機構３０とモータＭＧ１と
モータＭＧ２とによってトルク変換されてリングギヤ軸３２ａに出力されるようモータＭ
Ｇ１およびモータＭＧ２を駆動制御するトルク変換運転モードや要求動力とバッテリ５０
の充放電に必要な電力との和に見合う動力がエンジン２２から出力されるようにエンジン
２２を運転制御すると共にバッテリ５０の充放電を伴ってエンジン２２から出力される動
力の全部またはその一部が遊星歯車機構３０とモータＭＧ１とモータＭＧ２とによるトル
ク変換を伴って要求動力がリングギヤ軸３２ａに出力されるようモータＭＧ１およびモー
タＭＧ２を駆動制御する充放電運転モード、エンジン２２の運転を停止してモータＭＧ２
からの要求動力に見合う動力をリングギヤ軸３２ａに出力するよう運転制御するモータ運
転モードなどがある。基本的には、リングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊を出力するの
に必要なパワーとバッテリ５０を充放電する電力に必要なパワーと損失としてのパワーと
の和のパワーをエンジン２２から出力すべき目標パワーとして設定し、エンジン２２の回
転数とトルクとの関係としてエンジン２２を効率よく運転することができる関係を連続し
たラインにより表わした動作ライン上で設定した目標パワーを出力する運転ポイントとし
ての回転数とトルクとを目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊として設定し、エンジン２
２の回転数Ｎｅが目標回転数Ｎｅ＊となるようモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊を設定
すると共にモータＭＧ１をトルク指令Ｔｍ１＊で駆動したときにリングギヤ軸３２ａに要
求トルクＴｒ＊が出力されるようモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定し、エンジン
２２が目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊で運転されるようエンジンＥＣＵ２４により
エンジン２２を制御すると共にモータＭＧ１，ＭＧ２がトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊で
駆動するようモータＥＣＵ４０によりインバータ４１，４２のスイッチング素子をスイッ
チング制御することにより、運転者のアクセルペダル８３の操作に応じて走行する。
【００２３】
　次に、こうして構成された第１参考例の内燃機関の失火判定装置の動作について説明す
る。図３は、第１参考例のエンジンＥＣＵ２４により実行される失火判定処理の一例を示
すフローチャートである。このルーチンは、所定時間毎に繰り返し実行される。
【００２４】
　失火判定処理が実行されると、エンジンＥＣＵ２４のＣＰＵ２４ａは、まず、エンジン
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２２に対して設定された目標運転ポイントとしての目標回転数Ｎｅ＊やエンジン２２の回
転数（以下、「エンジン回転数」という。）Ｎｅ，遊星歯車機構３０のキャリア３４の回
転数（以下、「キャリア回転数」という。）Ｎｃなどの失火を判定するために必要なデー
タを入力する処理を実行する（ステップＳ１００）。ここで、エンジン２２の目標回転数
Ｎｅ＊は、例えば、図示しない駆動制御ルーチンによりアクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとに
より設定される要求トルクＴｒ＊とエンジン２２を効率よく運転することができる動作ラ
インとに基づいて設定されてハイブリッド用電子制御ユニット７０からエンジンＥＣＵ２
４に送信されたものを入力するものとすることができる。また、エンジン回転数Ｎｅはク
ランクポジションセンサ１４０からの整形波に基づいて計算してＲＡＭ２４ｃに記憶した
ものを読み込むことにより入力するものとすることができる。さらに、キャリア回転数Ｎ
ｃは、例えば、モータＥＣＵ４０によりモータＭＧ１，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２に
基づいて次式（１）を用いて演算したものをモータＥＣＵ４０から通信により入力するも
のとすることができる。なお、式（１）中の「ρ」は遊星歯車機構３０のギヤ比ρ（サン
ギヤの歯数／リングギヤの歯数）であり、「Ｇｒ」は減速機３５のギヤ比Ｇｒである。
【００２５】
　Ｎｃ＝（Ｎｍ２・Ｇｒ＋ρ・Ｎｍ１）／（１＋ρ）　　（１）
【００２６】
　こうしてデータを入力すると、入力したエンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回
転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上であるか否かを判定する（ステップＳ１１０）。ここ
で、閾値Ｎｒｅｆは、良好な路面を走行しているときにエンジン２２のいずれかの気筒の
失火により生じる目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差より若干小さな値として
設定されるものであり、実験などにより定めることができる。エンジン２２の目標回転数
Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ未満であるときにはエンジン２２のい
ずれかの気筒に失火は生じていないと判断し、本ルーチンを終了する。
【００２７】
　目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上のときには、単位時
間当たりのエンジン回転数Ｎｅの変化としての回転変動ΔＮｅを演算し（ステップＳ１２
０）、エンジン回転数Ｎｅからキャリア回転数Ｎｃを減じたものに２πを乗じ、これを積
分してダンパ２８のねじれ角θを演算すると共に（ステップＳ１３０）、ねじれ角θの単
位時間当たりの変化としてのねじれ角変動Δθを演算し（ステップＳ１４０）、演算した
回転変動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとが同調しているか否かを判定する（ステップＳ１５
０，Ｓ１６０）。ここで、回転変動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとの同調の判定は、例えば
、回転変動ΔＮｅに対して若干の位相差をもってねじれ角変動Δθが生じているか否かを
解析的に判定するものとしたり、回転変動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとの積が正の値であ
る時間と負の値である時間とを演算し、正の値である時間と負である時間との差が閾値以
上であるときに同調していると判定するものとしたり、などにより行なうことができる。
【００２８】
　こうして回転変動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとが同調しているか否かを判定し、回転変
動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとが同調していると判定したときにはエンジン２２のいずれ
かの気筒の失火により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上
になったと判定して本ルーチンを終了し（ステップＳ１７０）、回転変動ΔＮｅとねじれ
角変動Δθとが同調していないと判定したときには路面からの外乱により目標回転数Ｎｅ
＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定して本ルーチンを終了
する（ステップＳ１８０）。ここで、回転変動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとが同調してい
るときにはエンジン２２のいずれかの気筒の失火により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転
数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定し、回転変動ΔＮｅとねじれ角変動Δθ
とが同調していないときには路面からの外乱により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎ
ｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定することができるのは、これは、図４に示す
ように、エンジン２２のいずれかの気筒の失火がダンパ２８のねじれ角θの変動の要因と
なっているときには、エンジン回転数Ｎｅの変動に対して若干の遅れを伴うもののねじれ
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角θの変動が同調して生じ、その後にキャリア回転数Ｎｃの変動として現われ、図５に示
すように、路面からの外乱がダンパ２８のねじれ角θの変動の要因となっているときには
キャリア回転数Ｎｃの変動に対してねじれ角θの変動が同調して生じ、その後にエンジン
回転数Ｎｅの変動として現われることに基づく。図４，５中の矢印は変動伝達の方向を示
す。
【００２９】
　以上説明した第１参考例の内燃機関の失火判定装置によれば、エンジン２２の目標回転
数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上のときに、エンジン回転数Ｎｅ
の回転変動ΔＮｅとダンパ２８のねじれ角θの変動Δθとが同調しているか否かを判定し
、回転変動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとが同調しているときにはエンジン２２のいずれか
の気筒の失火により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上に
なったと判定し、回転変動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとが同調していないときには路面か
らの外乱により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になっ
たと判定することにより、路面状態に応じてエンジン２２のいずれかの気筒が失火してい
るのを精度良く判定することができる。
【００３０】
　ここで、第１参考例の内燃機関の失火判定装置の主要な要素と課題を解決するための手
段の欄に記載した第１の参考例としての内燃機関の失火判定装置の主要な要素との対応関
係について説明する。第１参考例では、複数気筒のエンジン２２が「複数気筒の内燃機関
」に相当し、ダンパ２８が「ねじれ要素」に相当し、遊星歯車機構３０が「遊星歯車機構
」に相当し、モータＭＧ１が「発電機」に相当し、モータＭＧ２が「電動機」に相当し、
バッテリ５０が「蓄電手段」に相当し、リングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊を出力す
るのに必要なパワーとバッテリ５０を充放電する電力に必要なパワーと損失としてのパワ
ーとの和のパワーをエンジン２２から出力すべき目標パワーとして設定し、エンジン２２
の回転数とトルクとの関係としてエンジン２２を効率よく運転することができる関係を連
続したラインにより表わした動作ライン上で設定した目標パワーを出力する運転ポイント
としての回転数とトルクとを目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊として設定し、エンジ
ン２２の回転数Ｎｅが目標回転数Ｎｅ＊となるようモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊を
設定すると共にモータＭＧ１をトルク指令Ｔｍ１＊で駆動したときにリングギヤ軸３２ａ
に要求トルクＴｒ＊が出力されるようモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定し、エン
ジン２２が目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊で運転されるようエンジンＥＣＵ２４に
よりエンジン２２を制御すると共にモータＭＧ１，ＭＧ２がトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２
＊で駆動するようモータＥＣＵ４０によりインバータ４１，４２のスイッチング素子をス
イッチング制御するハイブリッド用電子制御ユニット７０とエンジンＥＣＵ２４とモータ
ＥＣＵ４０とが「制御手段」に相当する。そして、クランクポジションセンサ１４０から
の整形波に基づいてクランクシャフト２６が３０度回転する毎の回転数をエンジン２２の
回転数Ｎｅとして計算するエンジンＥＣＵ２４が「出力軸回転数検出手段」に相当し、回
転位置検出センサ４４からの信号に基づいてモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２（リングギヤ軸
３２ａの回転数）を計算するモータＥＣＵ４０が「駆動軸回転数検出手段」に相当し、モ
ータＭＧ１，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２に基づいてリングギヤ軸３２ａの回転数Ｎｃ
を演算するモータＥＣＵ４０が「連結軸回転数演算手段」に相当し、エンジン回転数Ｎｅ
からキャリア回転数Ｎｃを減じたものに２πを乗じ、これを積分してダンパ２８のねじれ
角θを演算する図３の失火判定処理のステップＳ１３０の処理を実行するエンジンＥＣＵ
２４が「ねじれ角演算手段」に相当し、エンジン回転数Ｎｅの変動ΔＮｅとねじれ角θの
変動Δθとが同調しているか否かを判定する図３の失火判定処理のステップＳ１５０，Ｓ
１６０を実行するエンジンＥＣＵ２４が「同調判定手段」に相当し、エンジン２２の目標
回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上のときに、回転変動ΔＮｅ
とねじれ角変動Δθとが同調しているときにはエンジン２２のいずれかの気筒の失火によ
り目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定し、
回転変動ΔＮｅとねじれ角変動Δθとが同調していないときには路面からの外乱により目
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標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定する図３
の失火判定処理のステップＳ１５０～１８０の処理を実行するエンジンＥＣＵ２４が「失
火判定手段」に相当する。
【００３１】
　なお、第１参考例の内燃機関の失火判定装置の主要な要素と課題を解決するための手段
の欄に記載した第１の参考例としての内燃機関の失火判定装置の主要な要素との対応関係
は、第１参考例の内燃機関の失火判定装置が課題を解決するための手段の欄に記載した第
１の参考例としての内燃機関の失火判定装置を実施するための最良の形態を具体的に説明
するための一例であることから、課題を解決するための手段の欄に記載した第１の参考例
としての内燃機関の失火判定装置の要素を限定するものではない。即ち、課題を解決する
ための手段の欄に記載した第１の参考例としての内燃機関の失火判定装置についての解釈
はその欄の記載に基づいて行なわれるべきものであり、第１参考例の内燃機関の失火判定
装置は課題を解決するための手段の欄に記載した第１の参考例としての内燃機関の失火判
定装置の具体的な一例に過ぎないものである。
【００３２】
　第２参考例の内燃機関の失火判定装置は、図１，２を用いて説明した第１参考例の内燃
機関の失火判定装置を搭載するハイブリッド自動車２０と同一の構成をしている。重複し
た記載を回避するため、第１参考例の内燃機関の失火判定装置を搭載するハイブリッド自
動車２０をそのまま第２参考例の内燃機関の失火判定装置を搭載するハイブリッド自動車
２０として用いる。また、第２参考例の内燃機関を搭載するハイブリッド自動車２０も、
基本的には、リングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊を出力するのに必要なパワーとバッ
テリ５０を充放電する電力に必要なパワーと損失としてのパワーとの和のパワーをエンジ
ン２２から出力すべき目標パワーとして設定し、エンジン２２の回転数とトルクとの関係
としてエンジン２２を効率よく運転することができる関係を連続したラインにより表わし
た動作ライン上で設定した目標パワーを出力する運転ポイントとしての回転数とトルクと
を目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊として設定し、エンジン２２の回転数Ｎｅが目標
回転数Ｎｅ＊となるようモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊を設定すると共にモータＭＧ
１をトルク指令Ｔｍ１＊で駆動したときにリングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊が出力
されるようモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定し、エンジン２２が目標回転数Ｎｅ
＊，目標トルクＴｅ＊で運転されるようエンジンＥＣＵ２４によりエンジン２２を制御す
ると共にモータＭＧ１，ＭＧ２がトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊で駆動するようモータＥ
ＣＵ４０によりインバータ４１，４２のスイッチング素子をスイッチング制御することに
より、運転者のアクセルペダル８３の操作に応じて走行する。
【００３３】
　次に、こうして構成された第２参考例の内燃機関の失火判定装置の動作について説明す
る。図６は、第２参考例のエンジンＥＣＵ２４により実行される失火判定処理の一例を示
すフローチャートである。このルーチンは、所定時間毎に繰り返し実行される。
【００３４】
　失火判定処理が実行されると、エンジンＥＣＵ２４のＣＰＵ２４ａは、まず、エンジン
２２に対して設定された目標運転ポイントとしての目標回転数Ｎｅ＊やエンジン２２の回
転数（以下、「エンジン回転数」という。）Ｎｅ，モータＭＧ１の回転数Ｎｍ２などの失
火を判定するために必要なデータを入力する処理を実行する（ステップＳ２００）。ここ
で、エンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊は、例えば、図示しない駆動制御ルーチンによりア
クセル開度Ａｃｃと車速Ｖとにより設定される要求トルクＴｒ＊とエンジン２２を効率よ
く運転することができる動作ラインとに基づいて設定されてハイブリッド用電子制御ユニ
ット７０からエンジンＥＣＵ２４に送信されたものを入力するものとすることができる。
また、エンジン回転数Ｎｅはクランクポジションセンサ１４０からの整形波に基づいて計
算してＲＡＭ２４ｃに記憶したものを読み込むことにより入力するものとすることができ
る。さらに、モータＭＧ２の回転数Ｎｍ２は、回転位置検出センサ４４からの信号に基づ
いてモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２を計算するモータＥＣＵ４０から通信により入力するこ
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とができる。なお、モータＭＧ２の回転数Ｎｍ２は、減速ギヤ３５のギヤ比Ｇｒを乗じる
ことにより駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａの回転数Ｎｒとなる。
【００３５】
　こうしてデータを入力すると、入力したエンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回
転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上であるか否かを判定する（ステップＳ２１０）。ここ
で、閾値Ｎｒｅｆは、良好な路面を走行しているときにエンジン２２のいずれかの気筒の
失火により生じる目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差より若干小さな値として
設定されるものであり、実験などにより定めることができる。エンジン２２の目標回転数
Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ未満であるときにはエンジン２２のい
ずれかの気筒に失火は生じていないと判断し、本ルーチンを終了する。
【００３６】
　目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上のときには、エンジ
ン回転数Ｎｅが変動を開始したタイミングとしてのエンジン回転数変動開始時刻ＴＮｅと
モータＭＧ２の回転数Ｎｍ２が変動を開始したタイミングとしてのモータ回転数変動開始
時刻ＴＮｍとを求め（ステップＳ２２０）、求めたエンジン回転数変動開始時刻ＴＮｅと
モータ回転数変動開始時刻ＴＮｍとのうちいずれが先であるか否かを判定し（ステップＳ
２３０）、エンジン回転数変動開始時刻ＴＮｅの方がモータ回転数変動開始時刻ＴＮｍよ
り先のときにはエンジン２２のいずれかの気筒の失火により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン
回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定して本ルーチンを終了し（ステップ
Ｓ２４０）、エンジン回転数変動開始時刻ＴＮｅの方がモータ回転数変動開始時刻ＴＮｍ
より後のときには路面からの外乱により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が
閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定して本ルーチンを終了する（ステップＳ２５０）。エン
ジン回転数変動開始時刻ＴＮｅとモータ回転数変動開始時刻ＴＮｍ（駆動軸としてのリン
グギヤ軸３２ａの回転数Ｎｒの変動開始時刻）との先後関係により目標回転数Ｎｅ＊とエ
ンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になった要因をエンジン２２のいずれかの気
筒の失火によるものか路面からの外乱によるものかを判定することができるのは、図７に
示すように、エンジン２２のいずれかの気筒の失火が目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数
Ｎｅとの回転数差が閾値Ｎｒｅｆ以上となる要因のときにはエンジン回転数Ｎｅの変動の
タイミングがモータ回転数Ｎｍ２の変動（リングギヤ軸３２ａの回転数の変動）のタイミ
ングより早くなり、図８に示すように路面からの外乱が目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転
数Ｎｅとの回転数差が閾値Ｎｒｅｆ以上となる要因のときにはエンジン回転数Ｎｅの変動
のタイミングがモータ回転数Ｎｍ２の変動（リングギヤ軸３２ａの回転数の変動）のタイ
ミングより遅くなること、即ち、要因側が先に変動することに基づく。
【００３７】
　以上説明した第２参考例の内燃機関の失火判定装置によれば、エンジン２２の目標回転
数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上のときに、エンジン回転数Ｎｅ
が変動を開始したエンジン回転数変動開始時刻ＴＮｅとモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２（駆
動軸としてのリングギヤ軸３２ａの回転数Ｎｃ）が変動を開始したタイミングとしてのモ
ータ回転数変動開始時刻ＴＮｍとのうちいずれが早いかを判定し、エンジン回転数変動開
始時刻ＴＮｅの方がモータ回転数変動開始時刻ＴＮｍより先のときにはエンジン２２のい
ずれかの気筒の失火により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ
以上になったと判定し、エンジン回転数変動開始時刻ＴＮｅの方がモータ回転数変動開始
時刻ＴＮｍより後のときには路面からの外乱により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎ
ｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定することにより、路面状態に応じてエンジン
２２のいずれかの気筒が失火しているのを精度良く判定することができる。
【００３８】
　ここで、第２参考例の内燃機関の失火判定装置の主要な要素と課題を解決するための手
段の欄に記載した第２の参考例としての内燃機関の失火判定装置の主要な要素との対応関
係について説明する。第２参考例では、複数気筒のエンジン２２が「複数気筒の内燃機関
」に相当し、ダンパ２８が「ねじれ要素」に相当し、遊星歯車機構３０が「遊星歯車機構
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」に相当し、モータＭＧ１が「発電機」に相当し、モータＭＧ２が「電動機」に相当し、
バッテリ５０が「蓄電手段」に相当し、リングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊を出力す
るのに必要なパワーとバッテリ５０を充放電する電力に必要なパワーと損失としてのパワ
ーとの和のパワーをエンジン２２から出力すべき目標パワーとして設定し、エンジン２２
の回転数とトルクとの関係としてエンジン２２を効率よく運転することができる関係を連
続したラインにより表わした動作ライン上で設定した目標パワーを出力する運転ポイント
としての回転数とトルクとを目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊として設定し、エンジ
ン２２の回転数Ｎｅが目標回転数Ｎｅ＊となるようモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊を
設定すると共にモータＭＧ１をトルク指令Ｔｍ１＊で駆動したときにリングギヤ軸３２ａ
に要求トルクＴｒ＊が出力されるようモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定し、エン
ジン２２が目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊で運転されるようエンジンＥＣＵ２４に
よりエンジン２２を制御すると共にモータＭＧ１，ＭＧ２がトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２
＊で駆動するようモータＥＣＵ４０によりインバータ４１，４２のスイッチング素子をス
イッチング制御するハイブリッド用電子制御ユニット７０とエンジンＥＣＵ２４とモータ
ＥＣＵ４０とが「制御手段」に相当する。そして、クランクポジションセンサ１４０から
の整形波に基づいてクランクシャフト２６が３０度回転する毎の回転数をエンジン２２の
回転数Ｎｅとして計算するエンジンＥＣＵ２４が「出力軸回転数検出手段」に相当し、回
転位置検出センサ４４からの信号に基づいてモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２（リングギヤ軸
３２ａの回転数）を計算するモータＥＣＵ４０が「駆動軸回転数検出手段」に相当し、エ
ンジン回転数Ｎｅが変動を開始したタイミングとしてのエンジン回転数変動開始時刻ＴＮ
ｅとモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２が変動を開始したタイミングとしてのモータ回転数変動
開始時刻ＴＮｍとのうちいずれが先であるか否かを判定する図６の失火判定処理のステッ
プＳ２２０，Ｓ２３０の処理を実行するしエンジンＥＣＵ２４が「タイミング判定手段」
に相当し、エンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ
以上のときに、エンジン回転数変動開始時刻ＴＮｅの方がモータ回転数変動開始時刻ＴＮ
ｍより先のときにはエンジン２２のいずれかの気筒の失火により目標回転数Ｎｅ＊とエン
ジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定し、エンジン回転数変動開始時
刻ＴＮｅの方がモータ回転数変動開始時刻ＴＮｍより後のときには路面からの外乱により
目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定する図
６の失火判定処理のステップＳ２３０～Ｓ２５０の処理を実行するエンジンＥＣＵ２４が
「失火判定手段」に相当する。
【００３９】
　なお、第２参考例の内燃機関の失火判定装置の主要な要素と課題を解決するための手段
の欄に記載した第２の参考例としての内燃機関の失火判定装置の主要な要素との対応関係
は、第２参考例の内燃機関の失火判定装置が課題を解決するための手段の欄に記載した第
２の参考例としての内燃機関の失火判定装置を実施するための最良の形態を具体的に説明
するための一例であることから、課題を解決するための手段の欄に記載した第２の参考例
としての内燃機関の失火判定装置の要素を限定するものではない。即ち、課題を解決する
ための手段の欄に記載した第２の参考例としての内燃機関の失火判定装置についての解釈
はその欄の記載に基づいて行なわれるべきものであり、第２参考例の内燃機関の失火判定
装置は課題を解決するための手段の欄に記載した第２の参考例としての内燃機関の失火判
定装置の具体的な一例に過ぎないものである。
【００４０】
　実施例の内燃機関の失火判定装置は、図１，２を用いて説明した第１参考例の内燃機関
の失火判定装置を搭載するハイブリッド自動車２０と同一の構成をしている。重複した記
載を回避するため、第１参考例の内燃機関の失火判定装置を搭載するハイブリッド自動車
２０をそのまま実施例の内燃機関の失火判定装置を搭載するハイブリッド自動車２０とし
て用いる。また、実施例の内燃機関を搭載するハイブリッド自動車２０も、基本的には、
リングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊を出力するのに必要なパワーとバッテリ５０を充
放電する電力に必要なパワーと損失としてのパワーとの和のパワーをエンジン２２から出
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力すべき目標パワーとして設定し、エンジン２２の回転数とトルクとの関係としてエンジ
ン２２を効率よく運転することができる関係を連続したラインにより表わした動作ライン
上で設定した目標パワーを出力する運転ポイントとしての回転数とトルクとを目標回転数
Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊として設定し、エンジン２２の回転数Ｎｅが目標回転数Ｎｅ＊
となるようモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊を設定すると共にモータＭＧ１をトルク指
令Ｔｍ１＊で駆動したときにリングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊が出力されるようモ
ータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定し、エンジン２２が目標回転数Ｎｅ＊，目標トル
クＴｅ＊で運転されるようエンジンＥＣＵ２４によりエンジン２２を制御すると共にモー
タＭＧ１，ＭＧ２がトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊で駆動するようモータＥＣＵ４０によ
りインバータ４１，４２のスイッチング素子をスイッチング制御することにより、運転者
のアクセルペダル８３の操作に応じて走行する。
【００４１】
　次に、こうして構成された実施例の内燃機関の失火判定装置の動作について説明する。
図９は、実施例のエンジンＥＣＵ２４により実行される失火判定処理の一例を示すフロー
チャートである。このルーチンは、所定時間毎に繰り返し実行される。
【００４２】
　失火判定処理が実行されると、エンジンＥＣＵ２４のＣＰＵ２４ａは、まず、エンジン
２２に対して設定された目標運転ポイントとしての目標回転数Ｎｅ＊やエンジン２２の回
転数（以下、「エンジン回転数」という。）Ｎｅ，遊星歯車機構３０のキャリア３４の回
転数（以下、「キャリア回転数」という。）Ｎｃなどの失火を判定するために必要なデー
タを入力する処理を実行する（ステップＳ３００）。ここで、エンジン２２の目標回転数
Ｎｅ＊は、例えば、図示しない駆動制御ルーチンによりアクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとに
より設定される要求トルクＴｒ＊とエンジン２２を効率よく運転することができる動作ラ
インとに基づいて設定されてハイブリッド用電子制御ユニット７０からエンジンＥＣＵ２
４に送信されたものを入力するものとすることができる。また、エンジン回転数Ｎｅはク
ランクポジションセンサ１４０からの整形波に基づいて計算してＲＡＭ２４ｃに記憶した
ものを読み込むことにより入力するものとすることができる。さらに、キャリア回転数Ｎ
ｃは、例えば、モータＥＣＵ４０によりモータＭＧ１，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２に
基づいて上述の式（１）を用いて演算したものをモータＥＣＵ４０から通信により入力す
るものとすることができる。
【００４３】
　こうしてデータを入力すると、入力したエンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回
転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上であるか否かを判定する（ステップＳ３１０）。ここ
で、閾値Ｎｒｅｆは、良好な路面を走行しているときにエンジン２２のいずれかの気筒の
失火により生じる目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差より若干小さな値として
設定されるものであり、実験などにより定めることができる。エンジン２２の目標回転数
Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ未満であるときにはエンジン２２のい
ずれかの気筒に失火は生じていないと判断し、本ルーチンを終了する。
【００４４】
　目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上のときには、エンジ
ン回転数Ｎｅの変動幅である振幅ＰＮｅとキャリア回転数Ｎｃの変動幅である振幅ＰＮｃ
とを求め（ステップＳ３２０）、求めたエンジン回転数Ｎｅの振幅ＰＮｅとキャリア回転
数Ｎｃの振幅ＰＮｃとの大きさを比較し（ステップＳ３３０）、エンジン回転数Ｎｅの振
幅ＰＮｅの方がキャリア回転数Ｎｃの振幅ＰＮｃより大きいときにはエンジン２２のいず
れかの気筒の失火により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以
上になったと判定して本ルーチンを終了し（ステップＳ３４０）、エンジン回転数Ｎｅの
振幅ＰＮｅの方がキャリア回転数Ｎｃの振幅ＰＮｃより小さいときには路面からの外乱に
より目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定し
て本ルーチンを終了する（ステップＳ３５０）。エンジン回転数Ｎｅの振幅ＰＮｅとキャ
リア回転数Ｎｃの振幅ＰＮｃとの大小関係により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅ
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との差が閾値Ｎｒｅｆ以上になった要因をエンジン２２のいずれかの気筒の失火によるも
のか路面からの外乱によるものかを判定することができるのは、図１０に示すように、エ
ンジン２２のいずれかの気筒の失火が目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの回転数
差が閾値Ｎｒｅｆ以上となる要因のときにはエンジン回転数Ｎｅの振幅の方がキャリア回
転数Ｎｃの振幅ＰＮｃより大きくなり、図１１に示すように路面からの外乱が目標回転数
Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの回転数差が閾値Ｎｒｅｆ以上となる要因のときにはエン
ジン回転数Ｎｅの振幅ＰＮｅの方がキャリア回転数Ｎｃの振幅ＰＮｃより小さくなること
、即ち、要因側が振幅の方が大きいことに基づく。
【００４５】
　以上説明した実施例の内燃機関の失火判定装置によれば、エンジン２２の目標回転数Ｎ
ｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上のときに、エンジン回転数Ｎｅの変
動幅である振幅ＰＮｅの方がキャリア回転数Ｎｃの変動幅である振幅ＰＮｃより大きいと
きにはエンジン２２のいずれかの気筒の失火により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎ
ｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定し、エンジン回転数Ｎｅの振幅ＰＮｅの方が
キャリア回転数Ｎｃの振幅ＰＮｃより小さいときには路面からの外乱により目標回転数Ｎ
ｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定することにより、路
面状態に応じてエンジン２２のいずれかの気筒が失火しているのを精度良く判定すること
ができる。
【００４６】
　ここで、実施例の内燃機関の失火判定装置の主要な要素と課題を解決するための手段の
欄に記載した本発明の内燃機関の失火判定装置の主要な要素との対応関係について説明す
る。実施例では、複数気筒のエンジン２２が「複数気筒の内燃機関」に相当し、ダンパ２
８が「ねじれ要素」に相当し、遊星歯車機構３０が「遊星歯車機構」に相当し、モータＭ
Ｇ１が「発電機」に相当し、モータＭＧ２が「電動機」に相当し、バッテリ５０が「蓄電
手段」に相当し、リングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊を出力するのに必要なパワーと
バッテリ５０を充放電する電力に必要なパワーと損失としてのパワーとの和のパワーをエ
ンジン２２から出力すべき目標パワーとして設定し、エンジン２２の回転数とトルクとの
関係としてエンジン２２を効率よく運転することができる関係を連続したラインにより表
わした動作ライン上で設定した目標パワーを出力する運転ポイントとしての回転数とトル
クとを目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊として設定し、エンジン２２の回転数Ｎｅが
目標回転数Ｎｅ＊となるようモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊を設定すると共にモータ
ＭＧ１をトルク指令Ｔｍ１＊で駆動したときにリングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊が
出力されるようモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定し、エンジン２２が目標回転数
Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊で運転されるようエンジンＥＣＵ２４によりエンジン２２を制
御すると共にモータＭＧ１，ＭＧ２がトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊で駆動するようモー
タＥＣＵ４０によりインバータ４１，４２のスイッチング素子をスイッチング制御するハ
イブリッド用電子制御ユニット７０とエンジンＥＣＵ２４とモータＥＣＵ４０とが「制御
手段」に相当する。そして、クランクポジションセンサ１４０からの整形波に基づいてク
ランクシャフト２６が３０度回転する毎の回転数をエンジン２２の回転数Ｎｅとして計算
するエンジンＥＣＵ２４が「出力軸回転数検出手段」に相当し、回転位置検出センサ４４
からの信号に基づいてモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２（リングギヤ軸３２ａの回転数）を計
算するモータＥＣＵ４０が「駆動軸回転数検出手段」に相当し、モータＭＧ１，ＭＧ２の
回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２に基づいてリングギヤ軸３２ａの回転数Ｎｃを演算するモータＥＣ
Ｕ４０が「連結軸回転数演算手段」に相当し、エンジン回転数Ｎｅの変動幅である振幅Ｐ
Ｎｅとキャリア回転数Ｎｃの変動幅である振幅ＰＮｃとのうちいずれが大きいかを判定す
る図９の失火判定処理のステップＳ３２０，Ｓ３３０の処理を実行するしエンジンＥＣＵ
２４が「振幅大小判定手段」に相当し、エンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転
数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上のときに、エンジン回転数Ｎｅの振幅ＰＮｅの方がキャ
リア回転数Ｎｃの振幅ＰＮｃより大きいときにはエンジン２２のいずれかの気筒の失火に
より目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅｆ以上になったと判定し
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、エンジン回転数Ｎｅの振幅ＰＮｅの方がキャリア回転数Ｎｃの振幅ＰＮｃより小さいと
きには路面からの外乱により目標回転数Ｎｅ＊とエンジン回転数Ｎｅとの差が閾値Ｎｒｅ
ｆ以上になったと判定する図９の失火判定処理のステップＳ３３０～Ｓ３５０の処理を実
行するエンジンＥＣＵ２４が「失火判定手段」に相当する。
【００４７】
　なお、実施例の内燃機関の失火判定装置の主要な要素と課題を解決するための手段の欄
に記載した本発明の内燃機関の失火判定装置の主要な要素との対応関係は、実施例の内燃
機関の失火判定装置が課題を解決するための手段の欄に記載した本発明の内燃機関の失火
判定装置を実施するための最良の形態を具体的に説明するための一例であることから、課
題を解決するための手段の欄に記載した本発明の内燃機関の失火判定装置の要素を限定す
るものではない。即ち、課題を解決するための手段の欄に記載した本発明の内燃機関の失
火判定装置についての解釈はその欄の記載に基づいて行なわれるべきものであり、実施例
の内燃機関の失火判定装置は課題を解決するための手段の欄に記載した本発明の内燃機関
の失火判定装置の具体的な一例に過ぎないものである。
【００４８】
　以上、本発明を実施するための最良の形態について実施例を用いて説明したが、本発明
はこうした実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内にお
いて、種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
   本発明は、内燃機関の失火判定装置の製造産業等に利用可能である。
【符号の説明】
【００５０】
　２０　ハイブリッド自動車、２２　エンジン、２４　エンジン用電子制御ユニット（エ
ンジンＥＣＵ）、２４ａ　ＣＰＵ、２４ｂ　ＲＯＭ、２４ｃ　ＲＡＭ、２６　クランクシ
ャフト、２８　ダンパ、３０　遊星歯車機構、３１　サンギヤ、３２　リングギヤ、３２
ａ　リングギヤ軸、３３　ピニオンギヤ、３４　キャリア、３４ａ　キャリア軸、３５　
減速ギヤ、４０　モータ用電子制御ユニット（モータＥＣＵ）、４１，４２　インバータ
、４３，４４　回転位置検出センサ、５０　バッテリ、５１　温度センサ、５２　バッテ
リ用電子制御ユニット（バッテリＥＣＵ）、５４　電力ライン、６０　ギヤ機構、６２　
デファレンシャルギヤ、６３ａ，６３ｂ　駆動輪、７０　ハイブリッド用電子制御ユニッ
ト、７２　ＣＰＵ、７４　ＲＯＭ、７６　ＲＡＭ、８０　イグニッションスイッチ、８１
　シフトレバー、８２　シフトポジションセンサ、８３　アクセルペダル、８４　アクセ
ルペダルポジションセンサ、８５　ブレーキペダル、８６　ブレーキペダルポジションセ
ンサ、８８　車速センサ、１２２　エアクリーナ、１２４　スロットルバルブ、１２６　
燃料噴射弁、１２８　吸気バルブ、１３０　点火プラグ、１３２　ピストン、１３４　浄
化装置、１３５ａ　空燃比センサ、１３５ｂ　酸素センサ、１３６　スロットルモータ、
１３８　イグニッションコイル、１４０　クランクポジションセンサ、１４２　水温セン
サ、１４４　カムポジションセンサ、１４６　スロットルバルブポジションセンサ、１４
８　エアフローメータ、１４９　温度センサ、１５０　可変バルブタイミング機構、ＭＧ
１，ＭＧ２　モータ。
                                                                                
【手続補正書】
【提出日】平成24年6月28日(2012.6.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
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【請求項１】
　複数気筒の内燃機関と、前記内燃機関の出力軸にねじれ要素を介して連結された連結軸
に３つの回転要素のうちの第１の回転要素が接続されると共に車軸に連結された駆動軸に
第２の回転要素が接続された遊星歯車機構と、前記遊星歯車機構の第３の回転要素に接続
された発電機と、前記駆動軸に動力を入出力するよう機械的に接続された電動機と、前記
発電機および前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、走行に要求される要求駆
動力と所定の制約とに基づいて設定される前記内燃機関の目標回転数で前記内燃機関が運
転されると共に前記要求駆動力に基づく駆動力によって走行するよう前記内燃機関と前記
発電機と前記電動機とを制御する制御手段と、を備えるハイブリッド車における前記内燃
機関の失火を判定する内燃機関の失火判定装置であって、
　前記出力軸の回転数である出力軸回転数を検出する出力軸回転数検出手段と、
　前記駆動軸の回転数である駆動軸回転数を検出する駆動軸回転数検出手段と、
　前記検出された駆動軸回転数を前記連結軸の回転数に換算することにより該連結軸の回
転数である連結軸回転数を演算する連結軸回転数演算手段と、
　前記検出された出力軸回転数の振幅が前記演算された連結軸回転数の振幅より大きいか
否かを判定する振幅大小判定手段と、
　前記設定された目標回転数と前記検出された出力軸回転数との回転数差が所定回転数差
以上であるときに、前記振幅大小判定手段により前記検出された出力軸回転数の振幅が前
記演算された連結軸回転数の振幅より小さいと判定されたときには路面状態に基づく外乱
により回転数差が生じていると判定し、前記振幅大小判定手段により前記検出された出力
軸回転数の振幅が前記演算された連結軸回転数の振幅より大きいと判定されたときには前
記内燃機関のいずれかの気筒の失火により回転数差が生じていると判定する失火判定手段
と、
　を備える内燃機関の失火判定装置。
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